
国立大学法人等の中期目標変更原案について 

３法人から中期目標変更の意見があり、変更内容については以下のとおり。 

〇 法人の基本的な目標の変更 ２法人 

（横浜国立、三重） 

〇 重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 １法人 

（熊本） 

1

資料Ⅰ 
国立大学法人評価委員会

総会（第 75 回）R6.3.4 



国立大学法人等の中期目標変更原案について 

○法人の基本的な目標の変更 ２法人 

番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

33 

横
浜
国
立
大
学 

（前文）法人の基本的な目標 

（略） 

こうした本学の将来像のもと、第4期中期目標期

間における目標と計画を策定する。 

本学は、建学以来の理念（実践性、先進性、開放

性、国際性）の下に、人文系、社会系、理工系など

の多様な専門性を有する教員がOne Campusに集う中

で社会実践を重視した教育研究や各分野における第

一線の学術研究を蓄積してきた。今後は、その成果

の上に、国と地域のイノベーション創出の中心的役

割を果たすべく、多様な学術知・実践知を動員し、

自治体、産業界、市民等の多様なステークホルダー

と国内外を問わず分野を越えてオープンに連携する

ことで、新たな社会・経済システムの構築やイノベ

ーションの創出・科学技術の発展に資する「知の統

合型大学」として世界水準の研究大学を目指す。 

 

 

     （略） 

（前文）法人の基本的な目標 

（略） 

こうした本学の将来像のもと、第4期中期目標期

間における目標と計画を策定する。 

本学は、建学以来の理念（実践性、先進性、開放

性、国際性）の下に、人文系、社会系、理工系など

の多様な専門性を有する教員がOne Campusに集う中

で社会実践を重視した教育研究や各分野における第

一線の学術研究を蓄積してきた。令和5年3月には、

一人一人の在り方を尊重し合う「多様性」を本学理

念に加えた上で今後は、その成果の上に、国と地域

のイノベーション創出の中心的役割を果たすべく、

多様な学術知・実践知を動員し、自治体、産業界、

市民等の多様なステークホルダーと国内外を問わず

分野を越えてオープンに連携することで、新たな社

会・経済システムの構築やイノベーションの創出・

科学技術の発展に資する「知の統合型大学」として

世界水準の研究大学を目指す。 

     （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「横浜国立大学憲

章」を改定し、新

たな理念として

「多様性」を追加

したことに伴う変

更。 

 

49 

三
重
大
学 

（前文）法人の基本的な目標 

三重大学建学以来の伝統と実績に基づき、本学が

基本的な目標として掲げる「三重の力を世界へ：地域

に根ざし、世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果

を生み出す。～人と自然の調和・共生の中で～」の達

成を一層確固たるものにするため、（略） 

 

［教育全体の目標］ 

幅広い教養の基盤に立った高度な専門知識や技術

を有し、地域のイノベーションを推進できる人材を

育成するために､「４つの力」､すなわち｢感じる力」､

「考える力」､｢コミュニケーション力」､それらを総

合した「生きる力」を養成する。 

・「感じる力」：感性、共感、主体性 

・「考える力」：幅広い教養、専門知識・技術、論理的・

批判的思考力 

・「コミュニケーション力」：表現力（発表・討論・対

話）、リーダーシップ・フォロワーシップ、実践外

国語力 

・「生きる力」：問題発見・解決力、心身の健康に対

する意識、社会人としての態度・倫理観 

（前文）法人の基本的な目標 

三重大学建学以来の伝統と実績に基づき、本学が

基本理念として掲げる「三重から世界へ 世界から

三重へ 未来を拓く地域共創大学 地域に根ざし、

世界に誇れる教育・研究に取り組み、人と自然の調

和・共生の中で、社会との共創に向けて切磋琢磨す

る。」の達成を一層確固たるものにするため、（略） 

［教育全体の目標］ 

幅広い教養の基盤に立った高度な専門知識や技術

を有し、地域のイノベーションを推進できる「生きる

力」を備えた人材を育成するために､「４つの力」､す

なわち｢感じる力」､「考える力」､｢コミュニケーショ

ン力」､「行動する力」を養成する。 

・「感じる力」：対象との身体的・直接的な出会いを通

じて、その対象を知覚し受け止める力。 

・「考える力」：専門知識、技術、教養などに基づき、

論理的・批判的に考える力。 

・「コミュニケーション力」：場や相手に応じて分か

りやすく効果的に表現する力。相手の立場や背景

に配慮しながら意思疎通することによりお互いを

理解する力。 

・「行動する力」：知を深め、より良い社会を創造す

るために踏み出す力。 

 

・大学の基本理念、

ディプロマ・ポリシ

ーの見直しによる

変更。 

 

 

○重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 １法人 

番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

77 

熊
本
大
学 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 
２．教育 

 
 

（新設） 
 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 
２．教育 

B-5. 国や社会、それを取り巻く国際社会の変化に
応じて、求められる人材を育成するため、柔軟か
つ機動的に教育プログラムや教育研究組織の改
編・整備を推進することにより、需要と供給のマ
ッチングを図る。④ 

・令和５年４月１
日付け半導体・デ
ジタル研究教育機
構設置等に伴い、
人材育成を推進す
ることで社会・地
域の課題解決へ寄
与・貢献すること
を目指すため。 

 
 
2



国立大学法人等の中期計画変更案について 

 

６９法人から中期計画変更案の提出があり、変更内容については以下のとおり。 

 

＜中期計画本文の変更＞ 
〇 重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 ２９法人 

・重点的に取り組む新たな構想が具体化したことに伴う変更 ４法人 

（香川、佐賀、長崎、情報システム研究） 

・意欲的な評価指標の再申請に伴う変更 ２３法人 

（旭川医科、東北、宮城教育、秋田、筑波、筑波技術、東京医科歯科、お茶の水女子、 

新潟、金沢、静岡、名古屋工業、京都教育、鳥取、岡山、香川、九州工業、佐賀、 

熊本、大分、宮崎、北海道国立、奈良国立） 

・大学・高専機能強化支援事業の選定に伴う変更 ９法人  

（北海道、東北、東京工業、電気通信、金沢、岡山、愛媛、佐賀、大分） 

 

〇 重要な財産を譲渡し、又は担保に供するための変更 ２０法人 

（北海道、北海道教育、東北、茨城、埼玉、東京外国語、東京農工、東京芸術、 

東京海洋、一橋、金沢、愛知教育、大阪、兵庫教育、神戸、九州、熊本、鹿児島、 

琉球、東海国立） 

 

〇 中期目標期間を超える債務負担に関する変更 １法人 

（東京） 
 

〇 その他の変更 

・学内組織・制度等の名称決定等に伴う変更 ８法人 
（弘前、山形、埼玉、横浜国立、京都、鳥取、高知、情報システム研究） 

 
   ・評価指標の目標値の確定に伴う変更 １法人 
   （東京） 
 

・文言の訂正等その他の変更 ４法人 
（横浜国立、島根、鳴門教育、佐賀） 

 
＜中期計画別表の変更＞ 

〇 教育研究組織の設置等に伴う変更 ４５法人 

・教育研究組織の設置・改組に伴う変更 ４４法人 
（北海道、室蘭工業、弘前、東北、山形、茨城、筑波、宇都宮、群馬、千葉、 
東京、東京医科歯科、東京工業、お茶の水女子、電気通信、新潟、富山、 
金沢、福井、山梨、信州、浜松医科、名古屋工業、三重、滋賀、滋賀医科、 
大阪、神戸、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、 
佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、琉球） 

 

 ・募集停止に伴う学部・研究科名の削除のみ １法人 
（福島） 

 
〇 共同利用・共同研究拠点等の認定・改組等に伴う変更 １１法人 

 
（筑波、群馬、千葉、東京外国語、信州、神戸、島根、広島、高知、宮崎、鹿児島） 
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国立大学法人等の中期計画変更案について 

＜中期計画本文の変更＞ 

○ 重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 ２９法人 

・重点的に取り組む新たな構想が具体化したことに伴う変更 ４法人 

番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

69 

香
川
大
学 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

２ 教育に関する目標を達成するための措

置 

２－１ 国際学会や全国学会での発表を促進

するための取り組みを強化し、博士課程へ

の進学を見据えた高度な研究能力を身に付

けた人材を養成する。 
 

評価指標 

 

a.修士課程の学生の国際学会

及び全国学会での発表数 

（令和９年度実績を令和２

年度実績（全国学会６、国

際学会24）と比べて10％増

加。理系学生は国際学会で

の発表数に限定する） 

b. （略） 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

２ 教育に関する目標を達成するための措

置 

２－１ 国際学会や全国学会での発表を促進

するための取り組みを強化し、博士課程へ

の進学を見据えた高度な研究能力を身に付

けた人材を養成する。 

 
 

評価指標 

 

a.修士課程の学生の国際学会

及び全国学会での発表数

（令和９年度実績を令和２

年度実績（全国学会133、国

際学会24）と比べてそれぞ

れ50％増加。） 

 

b. （略） 

・創発科学研究科は文理融合・分

野横断を趣旨として創設した研究

科であり、その学生は「文系・理

系」の枠を越えた新たな価値を身

につけることを目指している。入

学後は「文系・理系」の枠を越え

た学修・研究を行うことから、創

発科学研究科の学生を文系・理系

に区別することは困難である。そ

のため、大学院の目標・実態と合

致するよう、「理系学生は国際学

会での発表に限定する」という指

標を削除したい。令和４年度に開

設した創発科学研究科（修士課

程）が令和５年度末に完成年度を

迎え、既設の大学院（医学系研究

科・農学研究科）を含めて、全国

レベルの学会あるいは支部会など

での発表について、修士論文研究

をまとめる上で強く促しており、

教育活動の中で重要な位置を占め

ている。なお、今後新型コロナウ

ィルス感染症の落ち着きから、国

内外での学会開催数の増加も見込

まれることを機に、目標値（国際

学会及び全国学会での発表数）は

「10%増加」から「50%増加」に変

更したい。 

75 

佐
賀
大
学 

（６－１）本学の有する研究機能の強化・拡

張を図るため、全国の共同利用・共同研究

拠点である海洋エネルギー研究所や学内の

共同利用施設であるシンクロトロン光応用

研究センター等において、全学的な支援を

得つつ、外部資金の戦略的な獲得、研究機

能の強化に向けた研究設備の充実や組織改

善等の取組を行い、各研究施設の特性に応

じた国内外の大学や研究所、産業界等との

人的交流や施設設備の共同利用等を推進す

る。 

評価指標 

 

（６－１①）各研究施設の施

設設備を利用した研究成

果数 10％増加（第３期平

均値に比した第４期平均

値） 

（６－１②）各研究施設の施

設設備を利用した学内外

の研究者数 10％増加（第

３期平均値に比した第４

期平均値） 

（６－１③）各研究施設にお

ける学内外の研究者によ

る共同研究の受入件数 

10％増加（第３期平均値に

比した第４期平均値） 

（６－１）本学の有する研究機能の強化・拡

張を図るため、全国の共同利用・共同研究

拠点である海洋エネルギー研究所や学内の

共同利用施設であるシンクロトロン光応用

研究センター等において、全学的な支援を

得つつ、外部資金の戦略的な獲得、研究機

能の強化に向けた研究設備の充実や組織改

善等の取組を行い、各研究施設の特性に応

じた国内外の大学や研究所、産業界等との

人的交流や施設設備の共同利用等を推進す

る。 

評価指標 

 

（６－１①）各研究施設の施

設設備を利用した研究成

果数 10％増加（第３期平

均値に比した第４期平均

値） 

（６－１②）各研究施設の施

設設備を利用した学内外

の研究者数 10％増加（第

３期平均値に比した第４

期平均値） 

（６－１③）各研究施設にお

ける学内外の研究者によ

る共同研究の受入件数 

10％増加（第３期平均値に

比した第４期平均値） 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

 

 

 

 

 

（７－２）医療分野を先導し、中核となって

活躍できる医療人を養成するために、地域

医療の担い手養成を目的とする佐賀県医師

確保計画の施策（SAGA Doctor-S プロジェ

クト等）と連動し、本学医学部附属病院が

主体となって、地域医療実習をはじめ、地

域の医療教育資源を有機的につないだ教育

を実施する。 

さらに、地域では総合的な診療能力を

持つ医師が必要とされる現状を踏まえ、

佐賀県内で３拠点目となる佐賀大学医学

部附属病院地域総合診療センターを新た

に設置し、専門に偏ることなく幅広く対

応できる総合診療を推進する。 

評価指標 

 

（７－２①）佐賀県内の専門

研修プログラム専攻医数

50名以上（第４期平均値） 

（７－２②）新たな佐賀大学

医学部附属病院地域総合

診療センターの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（６－１④）全学的な研究マ

ネジメント体制のもとに、

研究を推進するための組織

を構築する。 

 

（７－２）医療分野を先導し、中核となって

活躍できる医療人を養成するために、地域

医療の担い手養成を目的とする佐賀県医師

確保計画の施策（SAGA Doctor-S プロジェ

クト等）と連動し、本学医学部附属病院が

主体となって、地域医療実習をはじめ、地

域の医療教育資源を有機的につないだ教育

を実施する。 

さらに、地域では総合的な診療能力を

持つ医師が必要とされる現状を踏まえ、

佐賀県内で３拠点目となる佐賀大学医学

部附属病院地域総合診療センターを新た

に設置し、専門に偏ることなく幅広く対

応できる総合診療を推進する。 

評価指標 

 

（７－２①）佐賀県内の専門

研修プログラム専攻医数

50名以上（第４期平均値） 

（７－２②）新たな佐賀大学

医学部附属病院地域総合

診療センターの設置 

（７－２③）地域医療実習学

生の受入れ数40名以上（令

和５年度以降の平均値） 

（７－２④）地域医療に関す

るセミナー、健康講話開催

数16件以上 

（７－２⑤）地域医療を担う

専門医取得数６名以上 
 

・研究力強化のために全学的な研

究マネジメント体制として「研究

戦略マネジメント室」を新設して

おり、今後、地球温暖化防止、

SDGs達成といった地球規模の課題

解決に向けて取り組むため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和４年度に佐賀県内で３拠点

目となる佐賀大学医学部附属病院

地域総合診療センターを設置した

ことにより、地域医療体制の構築

に寄与する指標を設定していたと

ころ、地域医療実習をはじめ、地

域の医療教育資源を有機的につな

いだ教育をさらに強化するため。 

76 

長
崎
大
学 

【7-1】 次世代海洋エネルギー研究と養殖産

業の改革を先導するために，「海洋未来イ

ノベーション」領域研究を異分野連携によ

り強化することによって，総合海洋研究拠

点を構築する。 

評価指標 

 

【7-1-1】〈定量的指標〉 

 総合海洋研究分野における

国際共著論文数  

（数値目標） 第４期中期目標

期間中，第３期中期目標期間

全体の年平均実績値から10％

増加 
 

【7-1】 次世代海洋エネルギー研究と養殖産

業の改革を先導するために，「海洋未来イ

ノベーション」領域研究を異分野連携によ

り強化することによって，総合海洋研究拠

点を構築する。 

評価指標 

 

【7-1-1】〈定量的指標〉 

 総合海洋研究分野における

国際共著論文数  

（数値目標） 第４期中期目標

期間中，第３期中期目標期間

全体の年平均実績値から75％

増加 
 

 

 

 

 

 

・当初の想定以上に国際共著論文

が増加したことに伴い、評価指標

の上方修正を行うため。 

90 

情
報
・
シ
ス
テ
ム
研
究
機
構 

P22(極地研) 極域でのフィールド研究で収集
されたアイスコア、隕石等の希少な試料、
及び各種 データを保存・維持管理すると
ともに、国内外の共同利用・共同研究に広
く公開し 利用を促進することで、オープ
ンサイエンスを推進する。 

評価指標 

 

(1)  （略） 

(2) （略） 

(3)ADS(Arctic Data archive 

System)による公開メタデー

タ数を、第４期末までに約

660件とする。（第３期実績見

込み：約600件） 

(4) ADSによる観測データへ

のデータDOI付与件数を第４

期末までに約50件とする。（

第３期実績見込み：44件） 
 

P22(極地研) 極域でのフィールド研究で収集
されたアイスコア、隕石等の希少な試料、
及び各種 データを保存・維持管理すると
ともに、国内外の共同利用・共同研究に広
く公開し 利用を促進することで、オープ
ンサイエンスを推進する。 

評価指標 

 

(1)  （略） 

(2) （略） 

(3)ADS(Arctic Data archive 

System)による公開メタデー

タ数を、第４期末までに約

2,000件とする。（第３期実績

：約1,000件） 

(4) ADSによる観測データへ

のデータDOI付与件数を第４

期末までに約240件とする。（

第３期実績：65件） 
 

 

 

 

 

 

 

 

・直近のデータ公開数の増加を踏

まえ、評価指標の上方修正を行う

ため。 

 

 
5



 

・意欲的な評価指標の再申請に伴う変更 ２３法人 

番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

06 

旭
川
医
科
大
学 

計画13 看護師特定行為指定研修機関として

、高度急性期から在宅療養までを支え、患者

の意思を尊重し、的確な特定行為を実施する

とともに、社会に貢献できる看護師を養成す

る。また、地域の医療機関の看護師が研修に

参加することにより、地域全体の看護レベル

の向上にも寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

13-1 大学病院に在籍する看護

師のうち、６年間で８名の研修

を修了する 

13-2 地域の医療機関に在籍す

る看護師のうち、６年間で４名

の研修を修了する 

 

 

 

計画13 看護師特定行為指定研修機関として

、高度急性期から在宅療養までを支え、患者

の意思を尊重し、的確な特定行為を実施する

とともに、社会に貢献できる看護師を養成す

る。また、地域の医療機関の看護師が研修に

参加することにより、地域全体の看護レベル

の向上にも寄与する。 

北海道内の広い領域に存在する中核病院の

医師に対する教育・支援を実現するため、本

学が初めて実用化したクラウド型遠隔画像相

談システムの利用を促進し、対応診療科を拡

充する。これにより、中核病院医師の診療方

針決定のための遠隔支援を行い、連携を強化

していく。 

評価指標 

 

13-1 大学病院に在籍する看護

師のうち、６年間で８名の研修

を修了する 

13-2 地域の医療機関に在籍す

る看護師のうち、６年間で４名

の研修を修了する 

13-3 医師間のクラウド型遠隔

医療相談件数を120件/年まで増

加させ（過去２年平均 70件/年

）、対応診療科数を８診療科に

拡充する（現行４診療科） 
 

 

 

 

 

 

 

 

・大学の使命である地域医療

貢献を果たす上でクラウド型

遠隔画像相談システムの利用

を促進し、対応診療科を拡充

することの意義は大きいと考

えられ、地域医療レベルの維

持・向上をより強く推進でき

ることから、計画13を変更し

新たに評価指標13-3を追加す

る。 

10 

東
北
大
学 

I 教育研究の質の向上に関する事項を達成す

るためにとるべき措置  

1 社会との共創に関する目標を達成するため

の措置 

(2)-4 「社会とともにある大学」としての社会

連携の強化（No.6） 

 国内外の卒業生や在校生及びその保護者、

大学等の教育機関、自治体及び産業界等の

多様なステークホルダーとの対話を通した

連携を強化する。また、産業界や社会の変化

に応じた社会人の学び直しの機会を提供す

るリカレント教育の展開など、本学の人材

育成機能及び研究成果の活用により課題先

進地域である東北地方の課題解決を通じた

人類社会全体の発展に貢献するため、「社会

とともにある大学」として、本学の人的・知

的資源を広く社会に還元する。 

評価指標 指⑥： 

第4期中期目標期間にわたり、

ホームカミングデー等、多様

なステークホルダーとの双方

向交流の機会を拡充し、第4期

中期目標期間末までに本学と

の交流者数を第3期中期目標

期間比で2倍に増加させると

ともに、本学の人的・知的資源

を広く社会に還元するため、

第4期中期目標期間末までに、

ＭＯＯＣ（大規模公開オンラ

イン講座）新規開講講座数を

10講座増加させる 

 

 

 

 

I 教育研究の質の向上に関する事項を達成す

るためにとるべき措置  

1 社会との共創に関する目標を達成するため

の措置 

(2)-4 「社会とともにある大学」としての社会

連携の強化（No.6） 

 国内外の卒業生や在校生及びその保護者、

大学等の教育機関、自治体及び産業界等の

多様なステークホルダーとの対話を通した

連携を強化する。また、産業界や社会の変化

に応じた社会人の学び直しの機会を提供す

るリカレント教育の展開など、本学の人材

育成機能及び研究成果の活用により課題先

進地域である東北地方の課題解決を通じた

人類社会全体の発展に貢献するため、「社会

とともにある大学」として、本学の人的・知

的資源を広く社会に還元する。 

評価指標 指⑥： 

第4期中期目標期間にわたり、

ホームカミングデー等、多様

なステークホルダーとの双方

向交流の機会を拡充し、第4期

中期目標期間末までに本学と

の交流者数を第3期中期目標

期間比で2倍に増加させる。ま

た、本学の人的・知的資源を広

く社会に還元するため、第4期

中期目標期間末までに、ＭＯ

ＯＣ（大規模公開オンライン

講座）について、新規開講講座

数を10講座増加させるととも

に、知識・スキルを証明するオ

ープンバッジを累計10,000個

発行する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当初の評価指標に加え、東北

大学が国内最大規模を誇る

MOOCによるオープンバッジ発

行数をさらに増やし、第4期中

期 目 標 期 間 末 ま で に 累 計

10,000個発行という、他法人と

比較して高い達成水準の目標

値を設定し、意欲的な評価指標

の再申請を行ったため。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

3 研究に関する目標を達成するための措置 

(1)-2 データ駆動型研究とオープンサイエン

スの展開（No.19）   

 社会構造の変革による DX の加速に伴い、デ

ータを活用した研究開発の高度化、高速化、

効率化を実現するため、データ駆動型研究

やオープンサイエンス推進のためのデータ

利活用促進、データ活用インフラ及び支援

体制等を充実することにより、研究環境 DX

を推進する。 

評価指標 指⑲： 

第4期中期目標期間末までに、

研究データ管理・公開ポリシ

ー実現のためのアクションプ

ランに基づき、データ公開・利

活用を促進するため、全ての

部局で研究分野の特性に応じ

た具体的な実施方針（ガイド

ライン）を整備する 

 

 

 

 

 

 
 

3 研究に関する目標を達成するための措置 

(1)-2 データ駆動型研究とオープンサイエン

スの展開（No.19）  

 社会構造の変革による DX の加速に伴い、デ

ータを活用した研究開発の高度化、高速化、

効率化を実現するため、データ駆動型研究

やオープンサイエンス推進のためのデータ

利活用促進、データ活用インフラ及び支援

体制等を充実することにより、研究環境 DX

を推進する。 

評価指標 指⑲： 

第4期中期目標期間末までに、

研究データ管理・公開ポリシ

ー実現のためのアクションプ

ランに基づき、データ公開・利

活用を促進するため、全ての

部局で研究分野の特性に応じ

た具体的な実施方針（ガイド

ライン）を整備する。さらに独

自のデータマネジメントプラ

ン登録データベースを構築

し、研究データ管理・公開ポリ

シーに基づき、データカタロ

グとして検索可能な形式で公

開する 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当初の評価指標に加え、独

自のデータベース構築とデー

タカタログとしての公開とい

う、政府目標を超えた新規性

の高い取組を目標値として設

定し、意欲的な評価指標の再

申請を行ったため。 

11 

宮
城
教
育
大
学 
 

【⑩-1】自然災害や事故の未然防止及びそれ

らに対する適切な危機対応力の育成を通じ

て、学校安全の実現と維持に資する教員を

養成する。 

評価指標 ⑩-1-1 学校安全を保持する

ために必要な自然災害や事故

に対する予防措置、危機対応 

、事後対応を行う力量に関し

て、学生アンケートにおいて

「身についている」及び「十分

身についている」という回答率

を第４期中期目標期間中に

100％とする。 

 

 

 

 
 

【⑩-1】自然災害や事故の未然防止及びそれ

らに対する適切な危機対応力の育成を通じ

て、学校安全の実現と維持に資する教員を

養成する。 

評価指標 ⑩-1-1 学校安全を保持する

ために必要な自然災害や事故

に対する予防措置、危機対応

、事後対応を行う力量に関し

て、外部機関との協働により

教員養成における防災教育の

認定制度スタンダードを開発

し、本学学生の卒業時の認定

率を第4期中期目標期間中に初

級50％以上、防災教育のコア

ティーチャーとしての知識・

技能を修得した上級を10%以上

とする。 

 

 

・開発する学校安全マイスタ

ー認定制度では、①構造化さ

れた学校防災の知識の獲得に

加え、②大学独自の探究対話

による防災意識の深化、③被

災地ならではの体験活動、④

非常時の学校の役割、⑤体験

成果の学校教育への展開、等

を含む、被災した学校に深く

向き合った宮城教育大学でし

か設定できない基準による認

定制度を開発する。また、東

日本大震災に取り組む他の機

関・大学との協働、阪神淡路

大震災における経験知と組み

合わせることにより、客観的

かつ一般化できる認定基準を

検討し、全国の教員養成大学

・学部で活用できる認定制度

スタンダードを開発する。く

わえて、本指標により学生の

学修成果を証明する。 

12 

秋
田
大
学 

【14】疾病構造や地域社会が変容する中，多

様かつ複雑な患者の医療・生活ニーズに寄

り添い，患者のケアに加え補助的な医行為

を行う等して医師の補完的な役割を担うた

め，日本看護学教育評価機構（ＪＡＢＮＥ

）が実施する分野別評価を通じて看護学教

育の質保証を行った人材を養成するととも

に，大学院においては診療看護師の育成を

推進する。 

評価指標 1） （略） 

2）大学院博士前期課程にお

ける診療看護師を第４期期

間中において年平均２名以

上育成する。 
 

【14】疾病構造や地域社会が変容する中，多

様かつ複雑な患者の医療・生活ニーズに寄

り添い，患者のケアに加え補助的な医行為

を行う等して医師の補完的な役割を担うた

め，日本看護学教育評価機構（ＪＡＢＮＥ

）が実施する分野別評価を通じて看護学教

育の質保証を行った人材を養成するととも

に，大学院においては診療看護師の育成を

推進する。 

評価指標 1） （略） 

2）大学院博士前期課程にお

ける診療看護師を第４期期

間中において年平均４名以

上育成する。 
 

 

 

 

・診療看護師育成のための

「診療看護師（NP）コース」

は，2020年に開講したコース

であり，2021 年度４名，2022

年度６名育成しておりその

実績を踏まえ，増加変更する

ことにした。全国の国公立大

学でトップの育成数をより

高い水準で維持するため，当

初の目標の２倍となる年平

均４名以上と設定した。 

 
7



 

番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

16 

筑
波
大
学 

19 ニーズドリブン型共同研究を推進するた

めに、企業等が求める開発に係る基礎研究を

推進するBusiness to Academia (B2A)研究所

と、社会ニーズに対応できる外部法人を設立

する。【指定国構想】 

評価指標 30 （略） 

31 産学共著論文の被引用数

を令和９年度（2027年度）

末までに18回／年にする。 

32 （略） 
 

19 ニーズドリブン型共同研究を推進するた

めに、企業等が求める開発に係る基礎研究を

推進するBusiness to Academia (B2A)研究所

と、社会ニーズに対応できる外部法人を設立

する。【指定国構想】 

評価指標 30 （略） 

31 産学共著論文の被引用数

を令和９年度（2027年度）

末までに25回／年にする。 

32 （略） 
 

 

 

 

 

 

・2040 年までに産学共著論

文被引用数を欧米トップク

ラス大学の水準まで増加さ

せるため、指標の上方修正

を行ったことに伴う変更 

17 

筑
波
技
術
大
学 

【3-1】障害の多様性に応じたきめ細かい対

応の実現 

聴覚障害学生に対しては、学生の障害特性

に応じた手話、口話、音声、筆談等のコミュ

ニケーション手段の選択と併用、光によるチ

ャイムや文字情報CATVモニターの各所配置、

教材提示の工夫等、視覚障害学生に対しては

、点字・拡大文字・録音資料等の配布、触図

の活用、文字音声変換ソフトの活用、対象物

に触れる機会の確保、点字ブロック及びガイ

ドヘルプ等の、障害特性に即した配慮、支援

を推進する。 

 

 

 

また、盲ろう学生をはじめとした重複障害

学生、ジェンダーや国籍等に由来する多様な

ニーズに対応していくための取組の推進、相

談の機能を強化する。さらにFD・SD活動の強

化を通して、教職員の障害及びダイバーシテ

ィに関する知識やコミュニケーション力、学

習指導技術、障害補償技術等についての向上

を図り、障害の多様性を踏まえたきめ細かな

対応を実現する。 

評価指標 (12)障害の多様性を踏まえた

対応状況についてとりまとめ

、以下のような項目について

学外の教育関係有識者を加え

た教育研究評価の場における

評価を受け、5点満点で平均

4.0以上の水準を達成する。 

（障害に配慮した環境の整備

状況／障害特性に即した配

慮、支援の実施状況／学生の

コミュニケーション実態に即

した授業情報の提供・情報保

障支援の実施状況／多様なニ

ーズに対応するための相談対

応実績／FD・SD活動等の実施

状況） 

 

 

 

 

 

 
 

【3-1】障害の多様性に応じたきめ細かい対

応の実現 

聴覚障害学生に対しては、学生の障害特性

に応じた手話、口話、音声、筆談等のコミュ

ニケーション手段の選択と併用、光によるチ

ャイムや文字情報CATVモニターの各所配置、

教材提示の工夫等、視覚障害学生に対しては

、点字・拡大文字・録音資料等の配布、触図

の活用、文字音声変換ソフトの活用、対象物

に触れる機会の確保、点字ブロック及びガイ

ドヘルプ等の、障害特性に即した配慮、支援

を推進する。また、障害のある学生と社会の

人々が互いに学ぶ環境を醸成し、情報アクセ

シビリティに関する知見を社会に還元する教

育活動を実施する。 

さらに、盲ろう学生をはじめとした重複障

害学生、ジェンダーや国籍等に由来する多様

なニーズに対応していくための取組の推進、

相談の機能を強化する。そして、FD・SD活動

の強化を通して、教職員の障害及びダイバー

シティに関する知識やコミュニケーション力

、学習指導技術、障害補償技術等についての

向上を図り、障害の多様性を踏まえたきめ細

かな対応を実現する。 

評価指標 (12)障害の多様性を踏まえた

教育方針についてとりまと

め、社会的な交通インフラ、

公的サービス等を担う外部機

関（鉄道、空港、気象庁、電

話リレーサービス等）を通じ

たプロジェクト型の教育プロ

グラムを開発する。また、障

害者スポーツに関わるボラン

ティア教育についても実施

し、これらの教育プログラム

を通じて、公的機関、サービ

ス、イベント、災害時等にお

けるアクセシビリティ、バリ

アフリー環境の改善提案に関

わる学生を、第4期中期目標期

間中に累計1,000人とする。さ

らに、改善提案の相手先であ

る外部機関からこれらの取組

に対する評価を受け、5点満点

で平均4.0以上の水準を達成す

る。 
 

 

 

・令和５年度からはこれら

の取組を強化するため「共

生社会創成機構」を設置し

、教育プログラムの一環と

して学生が外部機関にアク

セシビリティやバリアフリ

ー環境について改善提案す

ることで積極的に社会に参

画する機会を増加させるこ

ととした。この取組を反映

させた中期計画及び評価指

標について、意欲的な評価

指標の再申請を行ったこと

に伴い変更の認可申請を併

せて行うものである。また

、当初の評価指標において

は、聴覚障害学生及び視覚

障害学生が安心して学べる

環境の整備につなげるため

の障害に配慮した環境、コ

ミュニケーション支援及び

情報保障体制の推進に対し

て、学外の有識者から評価

を受けることとしていたが

、開学以来継続して実施し

てきた障害学生が安心して

学べる環境の整備等の適切

性に対する評価に留まらず

、筑波技術大学の教育プロ

グラムの一環として学生が

外部機関にアクセシビリテ

ィやバリアフリー環境につ

いて改善提案することで積

極的に社会に参画する機会

を増加させるとともに、当

該取組の相手先である公的

機関や企業等から当該取組

に対する評価を受けること

とする方がより先進的でか

つ高度なものであると判断

したため、現行の評価指標

に対する上方修正として申

請する。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

23 

東
京
医
科
歯
科
大
学 

 

中期計画2-1(5) 

令和５年度に統合イノベーション推進機構

及び民間資金獲得推進本部を再編して「統合

イノベーション機構（仮称）」を設置し、機

構が民間資金獲得を一元的に推進する役割を

担うとともに、官公庁、国内外の業界団体、

企業等との連携促進や共同事業遂行を実施し

、研究体制や研究成果等を広く社会に発信す

る。また、TMDUサポーターズクラブの設置や

大学創立100周年記念事業に向けた広報活動

等のファンドレイジング戦略に基づく基金活

動の展開等により、大学基金を拡充する。さ

らに、大学が保有する知的財産を掘り起こし

、その知財価値を最大化する仕組みとして、

産学連携研究センターや知財評価会議等を活

用する。加えて、社会からの人的・財政的投

資をさらに呼び込む仕組みとして、共同研究

等実施法人や医療コンサルティング会社の設

立を検討するとともに、「統合イノベーショ

ン機構（仮称）」を通じて得られる財源を基

に大学発ベンチャー企業への出資又はその設

立を行う。【指定国構想】 

評価指標 2-1-1：基金額：12.8 億円 

2-1-2：民間資金収入：25.9 億

円 

2-1-3：発明届（相談含む）：

年間 70 件 

2-1-4：特許活用率:32％ 

2-1-5：大学発ベンチャーへ

の出資又は設立：12 社 

2-1-6：大学創立100周年記

念事業計画の策定 
 

 

中期計画2-1(5) 

令和５年度に統合イノベーション推進機構

及び民間資金獲得推進本部を再編して「統合

イノベーション機構（仮称）」を設置し、機

構が民間資金獲得を一元的に推進する役割を

担うとともに、官公庁、国内外の業界団体、

企業等との連携促進や共同事業遂行を実施し

、研究体制や研究成果等を広く社会に発信す

る。また、TMDUサポーターズクラブの設置や

大学創立100周年記念事業に向けた広報活動

等のファンドレイジング戦略に基づく基金活

動の展開等により、大学基金を拡充する。さ

らに、大学が保有する知的財産を掘り起こし

、その知財価値を最大化する仕組みとして、

産学連携研究センターや知財評価会議等を活

用する。加えて、社会からの人的・財政的投

資をさらに呼び込む仕組みとして、共同研究

等実施法人や医療コンサルティング会社の設

立を検討するとともに、「統合イノベーショ

ン機構（仮称）」を通じて得られる財源を基

に大学発ベンチャー企業への出資又はその設

立を行う。【指定国構想】 

評価指標 2-1-1：基金額：12.8 億円 

2-1-2：民間資金収入：25.9 億

円 

2-1-3：発明届（相談含む）：

年間 84 件 

2-1-4：特許活用率:50％ 

2-1-5：大学発ベンチャーへ

の出資又は設立：25 社 

2-1-6：大学創立100周年記

念事業計画の策定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第4期中期計画認可後に、

学内シーズの掘り起こし、学

内共同研究の加速、イノベー

ション創出のための仕組み

の展開、ベンチャー支援体制

の充実がなされたことで、評

価指標を上方修正すること

が可能となり、これを前提と

して意欲的な評価指標の再

申請を行ったため。 

30 

お
茶
の
水
女
子
大
学 

【K3】持続可能な社会の創成には、社会全体

でSDGs の達成を推し進めることが必要で

あり、そのために行動できる人材の養成が

急務であることから、SDGs 教育・研究プ

ログラムを企画・実行していくための組織

「サスティナブル社会実装機構」を新設す

る。本機構の「SDGs 推進研究所」では、

特に食やジェンダーに関するSDGs に向け

た社会実装型研究を推進し、民間企業等と

協奏するとともに、SDGs ネットワーク・

ハブとしての機能を持ち、エコシステムを

創出しつつ社会変革を駆動する。また、ス

テークホルダーと新しい価値を共創するこ

とで持続可能な社会・レジリエンスの高い

社会の実現に貢献しうる好循環システムを

構築し、持続的な活動を推進する。「湾岸

生物教育研究所」では、SDG14 のゴールで

ある「海の豊かさを守ろう」の重要性につ

いて啓発するための教育関係共同利用拠点

としての取組を継続するとともに、潮間帯

から深海までの幅広い環境に生息する動植

物の発生、進化、生態、保全にかかわる研

究を推進する。 

 

 

 

 

 

【K3】持続可能な社会の創成には、社会全体

でSDGs の達成を推し進めることが必要で

あり、そのために行動できる人材の養成が

急務であることから、SDGs 教育・研究プ

ログラムを企画・実行していくための組織

「サスティナブル社会実装機構」を新設す

る。本機構の「SDGs 推進研究所」では、

特に食やジェンダーに関するSDGs に向け

た社会実装型研究を推進し、民間企業等と

協奏するとともに、SDGs ネットワーク・

ハブとしての機能を持ち、エコシステムを

創出しつつ社会変革を駆動する。また、ス

テークホルダーと新しい価値を共創するこ

とで持続可能な社会・レジリエンスの高い

社会の実現に貢献しうる好循環システムを

構築し、持続的な活動を推進する。「湾岸

生物教育研究所」では、SDG14 のゴールで

ある「海の豊かさを守ろう」の重要性につ

いて啓発するための教育関係共同利用拠点

としての取組を継続するとともに、潮間帯

から深海までの幅広い環境に生息する動植

物の発生、進化、生態、保全にかかわる研

究を推進する。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

 

評価指標 【S3-1】 

第４期中期目標期間から

「THE 大学インパクトランキ

ング」にエントリーし、ラン

キングのうち、「SDG５ ジェ

ンダー平等を実現しよう」に

おいて、第４期中期目標期間

最終年度までに600位以内を

獲得。 

【S3-2】～【S3-5】 

（略） 

 

【K18】将来の我が国の科学技術・イノベー

ション創出の担い手となる若手研究者に対

する支援や研究者のライフスタイルに応じ

た研究の支援を継続するとともに、女性教

員や外国人教員の積極的採用により教育研

究活動の活性化につなげる。こうして研究

者の多様性を高めること、及び他大学、他

機関等との教員のクロスアポイントメント

を推進することにより、研究レベルの継続

的な向上を目指す。 

評価指標 【S18-1】 

全教員に占める女性教員の

比率を、第４期中期目標期間

平均で 40％以上、教授職につ

いては 30％以上に設定。 

【S18-2】～【S18-3】 

（略） 

 

【K21】学長の強いリーダーシップのもと、

本学のミッション、ビジョンを遂行するた

め、学内外の女性の専門的知見を活かした

法人運営、法人経営を推進する。その目的

達成のため、管理職、監事、経営協議会委

員等における高い女性比率を維持すること

で、本学が他大学のモデルとして、第５次

男女共同参画基本計画（令和２年12 月25 

日閣議決定）における男女共同参画社会の

実現をリードしていく。 

評価指標 【S21-1】 

女性の役職者への登用及び

人材養成を促進し、第４期

中期目標期間における役職

者全体並びに経営協議会委

員に占める女性の比率を

35％以上とする。 
 

 

評価指標 【S3-1】 

第４期中期目標期間から

「THE インパクトランキン

グ」にエントリーし、ランキ

ングのうち、「SDG５ ジェン

ダー平等を実現しよう」にお

いて、第４期中期目標期間最

終年度までに 100 位以内を獲

得。 

【S3-2】～【S3-5】 

（略） 

 

【K18】将来の我が国の科学技術・イノベー

ション創出の担い手となる若手研究者に対

する支援や研究者のライフスタイルに応じ

た研究の支援を継続するとともに、女性教

員や外国人教員の積極的採用により教育研

究活動の活性化につなげる。こうして研究

者の多様性を高めること、及び他大学、他

機関等との教員のクロスアポイントメント

を推進することにより、研究レベルの継続

的な向上を目指す。 

評価指標 【S18-1】 

全教員に占める女性教員の

比率を、第４期中期目標期間

終了時点で 49％以上、教授職

については 40％以上に設定。 

【S18-2】～【S18-3】 

（略） 

 

【K21】学長の強いリーダーシップのもと、

本学のミッション、ビジョンを遂行するた

め、学内外の女性の専門的知見を活かした

法人運営、法人経営を推進する。その目的

達成のため、管理職、監事、経営協議会委

員等における高い女性比率を維持すること

で、本学が他大学のモデルとして、第５次

男女共同参画基本計画（令和２年12 月25 

日閣議決定）における男女共同参画社会の

実現をリードしていく。 

評価指標 【S21-1】 

女性の役職者への登用及び

人材養成を促進し、第４期中

期目標期間終了時点におけ

る役職者全体の 50％以上、経

営協議会委員に占める女性

の比率を 52％以上とする。 
 

 

・国内の大学がこれまでに

獲得したことがないランク

として「100 位以内」を設定

し、その成果を発信すること

により、日本社会全体にジェ

ンダー平等の実現に向けた

機運の高まりが波及するこ

とを目指し、目標値を変更す

る。 

 

 

 

・各比率において、大学が

全国立大学法人中でトップ

を獲得することを目指す、

高い水準の目標値となるよ

う評価指標を変更する。本

取組の成果を発信していく

ことで、日本全体における

女性教員の育成・思念の拡

充、性別役割分担意識や無

意識の思い込み（アンコン

シャス・バイアス）の解消

等の意識改革につながるだ

けでなく、女子学生にとっ

てロールモデルが身近にい

ることにより、学生が女性

リーダーとして将来的に様

々な分野で活躍することを

狙いとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・役職者全体の50％以上及

び経営協議会委員の52％以

上を女性とすることを目標

値として掲げることにより

、お茶の水女子大学が日本

の男女共同参画社会実現に

向けたモデルとなるよう、

極めて高い目標値を設定す

るものとして変更する。 

 

34 

新
潟
大
学 

【⑥－1】（メジャー・マイナー制を利用し
た複眼的視野をもった人材養成） 
学士課程において、既存の副専攻プログラ

ム等を発展させた本学独自の学部を越えたメ
ジャー・マイナー制（主専攻と新副専攻の両
プログラムを履修できる制度）を全学的に導
入することにより、文理を横断した幅広い教
養と深い専門性を持った人材を育成する。 

評価指標 １２． （略） 

１３．マイナー(新副専攻）

プログラムの履修者数【入

学定員の25％以上（第4期

中期目標期間終了時）】 

１４． （略） 
 

【⑥－1】（メジャー・マイナー制を利用し
た複眼的視野をもった人材養成） 
学士課程において、既存の副専攻プログラ

ム等を発展させた本学独自の学部を越えたメ
ジャー・マイナー制（主専攻と新副専攻の両
プログラムを履修できる制度）を全学的に導
入することにより、文理を横断した幅広い教
養と深い専門性を持った人材を育成する。 

評価指標 １２． （略） 

１３．マイナー(新副専攻）

プログラムの履修者数【入

学定員の3分の1以上（第4

期中期目標期間終了時）】 

１４． （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

・既存の副専攻プログラム

等を活かして、令和３年度

から導入したマイナー（新

副専攻）プログラムを拡充

・進展させるため。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

35 

金
沢
大
学 

(3)金沢大学先端科学・社会共創推進機構や

新産学協働研究拠点（仮称）、社会・産業

界と密接に連携する附属研究所等を核に、

非連続なイノベーションを生み出す研究開

発を強化し、新しい価値の創出とその社会

実装を迅速に進める、知・人・資本が循環

するイノベーションエコシステムを展開す

る。 

評価指標 3-1.先端科学・社会共創推進

機構、新産学協働研究拠点

（仮称）における企業等と

連携した社会共創に関す

る新たなプロジェクトを

令和６年度までに実施 

 

 

 

 

 

(12) 大学の機能を最大限発揮するため、戦

略的な施設マネジメントを行うとともに、

研究基盤統括本部を中心とした設備共用を

進め、教育研究インフラの高度化を図る。 

評価指標 12-1.保有施設の利用状況調

査と有効活用の実施 

12-2.計画的なキャンパス整

備の実施 

 

 

12-3.設備共同利用推進総合

システムの利用促進 
 

(3)金沢大学先端科学・社会共創推進機構や

新産学協働研究拠点（仮称）、社会・産業

界と密接に連携する附属研究所等を核に、

非連続なイノベーションを生み出す研究開

発を強化し、新しい価値の創出とその社会

実装を迅速に進める、知・人・資本が循環

するイノベーションエコシステムを展開す

る。 

評価指標 3-1.先端科学・社会共創推

進機構、新産学協働研究拠

点（仮称）における企業等

と連携した社会共創に関す

る新たなプロジェクトやベ

ンチャー企業の創出と成長

を支援する自己財源100％

出資によるベンチャーキャ

ピタルの設立を令和６年度

までに実施 

 

(12) 大学の機能を最大限発揮するため、戦

略的な施設マネジメントを行うとともに、

研究基盤統括本部を中心とした設備共用を

進め、教育研究インフラの高度化を図る。 

評価指標 12-1.保有施設の利用状況調

査と有効活用の実施 

12-2. 計画的なキャンパス

整備を実施し、研究スペ

ースを令和３年度比で

5,000 ㎡増加 

12-3.設備共同利用推進総合

システムの利用促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「知・人・資本が循環する

イノベーションエコシステ

ムの展開」という中期計画に

ついて、手法を明確化するた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「戦略的な施設マネジメン

トを行う。」という中期計画

について、どのような方法で

実行するのかを明確化する

ため。 

 

 

 

 

43 

静
岡
大
学 

【27】静大発ベンチャー企業の設立推進を通

して、研究成果の社会実装を推進する。 

 

 

評価指標 【27-1】静大発ベンチャー

の設立：10 社以上 

 

【35】本学が目指すべき教育・研究を実現可

能とする財務基盤の強化を目的として、全

学を挙げて、新たな寄附金・知財戦略等を

策定する。寄附金戦略としてファンドレイ

ジングの推進、知財戦略として大学発ベン

チャー支援体制の強化によるベンチャー起

業を推進するとともに株式等取得による新

たな財源の確保、「組織」対「組織」の本

格的な共同研究に基づく共同研究講座の設

置を推進する。 

評価指標 【27-1】静大発ベンチャーの

設立：10 社以上「再掲」 

 

【28-2】共同研究講座の契約

件数：６件以上「再掲」 

【35-1】第３期中期計画期間

中の寄附金受入額(平均年

額)に比して増加させる。 
 

【27】静大発ベンチャー企業の設立推進を通

して、数多くの研究成果の社会実装を推進

し、革新的なイノベーションの創出を目指

す。 

評価指標 【27-1】第４期中期目標期

間中の静大発ベンチャー

の設立：30社以上 

 

【35】本学が目指すべき教育・研究を実現可

能とする財務基盤の強化を目的として、全

学を挙げて、新たな寄附金・知財戦略等を

策定する。寄附金戦略としてファンドレイ

ジングの推進、知財戦略として大学発ベン

チャー支援体制の強化によるベンチャー起

業を推進するとともに株式等取得による新

たな財源の確保、「組織」対「組織」の本

格的な共同研究に基づく共同研究講座の設

置を推進する。 

評価指標 【27-1】第４期中期目標期間

中の静大発ベンチャーの設

立：30 社以上「再掲」 

【28-2】共同研究講座の契約

件数：６件以上「再掲」 

【35-1】第３期中期計画期間

中の寄附金受入額(平均年

額)に比して増加させる。 
 

 

・静大発ベンチャーの設立

数は、同規模の国立大学（医

科系学部を有さない総合大

学）と比較して 極めて多く、

現行の評価指標の「静大発ベ

ンチャーの設立：10 社以上」

については、これまでの増加

水準を維持する高い評価指

標と言えるが、国の掲げるス

タートアップ支援政策を背

景とし、ベンチャー企業設立

支援を強化し、大学の強みで

ある大学発ベンチャーの設

立数を増加させ、 研究成果

の社会実装の推進により、革

新的なイノベーションの創

出を目指すこととし、 評価

指標を当初の10社から30社

へ上方修正する。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

47 

名
古
屋
工
業
大
学 

[7-1]中京地域は、自動車に代表されるモビ

リティ分野の企業が集積し、beyond 5Gや

6G等を活用する「自動運転」、「コネクテ

ッド」、「MaaS（マース）」といった技術

・サービス（※1）の国際的な中心地であ

り、本学は自動車業界団体（JASPAR（※2

））と連携した高信頼化研究と国際規格化

の日本における拠点構築のためにこれまで

取り組んできたことから、学長のリーダー

シップの下、新たに高信頼通信ネットワー

ク教育及び研究に関する拠点を形成し、自

動運転及びコネクテッド等に必要な通信の

高信頼化技術の研究を実施するとともに、

技術の社会実装を実現できる人材の育成を

行う。 

 

 

 

(※1) 安全を約束できる高信頼通信（自動運

転分野に限らず、医療分野、ロボット分野

等、様々な分野へ応用可能）等を活用した

モビリティに関する技術・サービス 

(※2) 一般社団法人JASPAR（Japan 

Automotive Software Platform and 

Architecture） 

評価指標 [7-1_1] 他大学、産業界（

JASPAR 加盟企業を含む）

の研究者が加わる協働研

究指導体制に基づく高信

頼通信分野の博士学位授

与者数 

2027 年度 3 月末 

期間累計 10 人以上 

 

 

 

 

 

 
 

[7-1]中京地域は、自動車に代表されるモビ

リティ分野の企業が集積し、beyond 5Gや

6G等を活用する「自動運転」、「コネクテ

ッド」、「MaaS（マース）」といった技術

・サービス（※1）の国際的な中心地であ

り、本学は自動車業界団体（JASPAR（※2

））と連携した高信頼化研究と国際規格化

の日本における拠点構築のためにこれまで

取り組んできたことから、学長のリーダー

シップの下、新たに高信頼通信ネットワー

ク教育及び研究に関する拠点を形成し、車

載高信頼通信に関する国際規格提案及びそ

の試験認証を行う国内初の機関となること

を目指す。併せて自動運転及びコネクテッ

ド等に必要な通信の高信頼化技術の研究を

実施するとともに、技術の社会実装を実現

できる人材の育成を行う。 

 

(※1) 安全を約束できる高信頼通信（自動運

転分野に限らず、医療分野、ロボット分野

等、様々な分野へ応用可能）等を活用した

モビリティに関する技術・サービス 

(※2) 一般社団法人JASPAR（Japan 

Automotive Software Platform and 

Architecture） 

評価指標 [7-1_1] 他大学、産業界（

JASPAR 加盟企業を含む）

の研究者が加わる協働研

究指導体制に基づく高信

頼通信分野の博士学位授

与者数 

2027 年度 3 月末 

期間累計 10 人以上 

[7-1_2] 2027年度末までに

JASPARによる試験認証機

関としての認定を受けた

上で自動車メーカー系列

を超えた複数の企業から

認証試験依頼を受託 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新たな評価指標の追加と

併せて、中期計画[7-1]に関

し、達成水準をより具体化

するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高信頼通信ネットワーク

教育及び研究に関する拠点

形成や人材育成に留まるこ

となく、試験認証機関とし

て、自動車を始めとするモ

ビリティ産業への貢献を企

図する。 

 

53 

京
都
教
育
大
学 

（３）教員養成及び現職教員研修の高度化を

目的として、本学の教職大学院等の教育研

究成果を社会に発信することで、教育委員

会や大学等の他機関と積極的に連携し、他

機関から人的投資を得る。 

評価指標 【定量的指標】 

（３）－１ 

連合教職大学院を中心に

、教育委員会及び他大学か

らの教員派遣等の人的投資

：本学雇用の専任教員数に

対し10%以上にあたる人数（

第４期中期目標期間中の平

均） 

 

 

 

（16）自大学だけでは成し得ない機能の強化

を図るため、本学が基幹大学となって従来

の連合教職大学院を改組し、新たに２大学

を加えて10大学から成る新・教職大学院を

設置することで、他大学や京都府・市教育

（３）教員養成及び現職教員研修の高度化を

目的として、本学の教職大学院等の教育研

究成果を社会に発信することで、教育委員

会や大学等の他機関と積極的に連携し、他

機関から人的投資を得る。 

評価指標 【定量的指標】 

（３）－１ 

連合教職大学院を中心に

、人的・財政的投資として

、教育委員会及び他大学が

人件費の全額を負担して本

学に教員を派遣する「人的

資源の提供」の受入れ：本

学雇用の専任教員数に対し

15%以上にあたる人数（第４

期中期目標期間中の平均） 

 

（16）自大学だけでは成し得ない機能の強化

を図るため、本学が基幹大学となって従来

の連合教職大学院を改組し、新たに２大学

を加えて10大学から成る新・教職大学院を

設置することで、他大学や京都府・市教育

 

 

 

 

 

・他機関との共創を目指

し、第４期中期目標期間の

初年度（令和４年度）に、

連合教職実践研究科を改組

して、連合参加大学の拡充

及び教育委員会との連携強

化を図った。それによっ

て、予定より多くの教員の

派遣（人的資源の提供）を

他機関から得られる見込み

が立った。このことに基づ

き、指標の数値を「10%以

上」から「15％以上」に変

更し、意欲的な評価指標の

再申請を行う。 
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番
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法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

委員会と連携して地域の教員養成の高度化

に寄与する。 

評価指標 【定量的指標】 

（16）－１ 

連合教職大学院を中心に、

教育委員会及び他大学から

の教員派遣等の人的投資：本

学雇用の専任教員数に対し

10%以上にあたる人数（第４

期中期目標期間中の平均） 

（再掲(3)-1） 

 

 

 
 

委員会と連携して地域の教員養成の高度化

に寄与する。 

評価指標 【定量的指標】 

（16）－１ 

連合教職大学院を中心に

、人的・財政的投資として

、教育委員会及び他大学が

人件費の全額を負担して本

学に教員を派遣する「人的

資源の提供」の受入れ：本

学雇用の専任教員数に対し

15%以上にあたる人数（第４

期中期目標期間中の平均） 

（再掲(3)-1） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

鳥
取
大
学 

【９－１】低侵襲外科センターにおけるより

高度なチーム医療の実践、臨床解剖教育研

修センターを活用したロボット手術等の新

たな術式の開発、若手医療者への技術・倫

理教育の強化、国産手術支援ロボットの導

入やＡＩを活用した医療の推進等を行い、

安全性の高い医療の提供を行う。 

また、特定臨床研究の推進等を通じて、

新規の診断及び治療法の開発に結びつけ

る。 

評価指標 【９－１－１】ロボット手

術件数：第４期終了時累

計1,200件以上 

【９－１－２】医学部附属

病院主導による新規特 定

臨床研究の承認件数：年

間２件以上 
 

【９－１】低侵襲外科センターにおけるより

高度なチーム医療の実践、臨床解剖教育研

修センターを活用したロボット手術等の新

たな術式の開発、若手医療者への技術・倫

理教育の強化、国産手術支援ロボットの導

入やＡＩを活用した医療の推進等を行い、

安全性の高い医療の提供を行う。 

また、特定臨床研究の推進等を通じて、

新規の診断及び治療法の開発に結びつけ

る。 

評価指標 【９－１－１】ロボット手

術件数（累計値）：第４期

終了時累計3,000件以上 

【９－１－２】医学部附属

病院主導による新規特 定

臨床研究の承認件数：年

間２件以上 
 

 

 

 

 

 

・評価指標【９－１－１】に

ついて、新型コロナウイルス

感染症の影響も考慮した目

標設定としていたが、昨年度

の実施件数を元に目標件数

の変更を行う。 

第３期中期計画期間中の

実績数 1,362 件  

 

(令和４年度実績数475件

) 500件×第４期中期計

画期間６年間 3,000件 

64 

岡
山
大
学 

（９-２）研究支援人材や研究資金の優遇措

置を含めた総合的な支援策により、優れた

若手研究者の活躍を支援し、自由な発想で

挑戦的研究に取り組め、その能力を最大限

発揮できる魅力的な研究環境を整備・維持

する。 

評価指標 (1)若手研究者の論文数令和

３年度比：150％ 
 

（９-２）研究支援人材や研究資金の優遇措

置を含めた総合的な支援策により、優れた

若手研究者の活躍を支援し、自由な発想で

挑戦的研究に取り組め、その能力を最大限

発揮できる魅力的な研究環境を整備・維持

する。 

評価指標 (1)若手研究者の論文数令和

３年度比：153％ 
 

 

・若手研究者の重点配置と

学内リソースの更なる重点

投資を行い、達成水準の上

方修正を行うため（意欲的

な評価指標の再申請） 

 

69 

香
川
大
学 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関す

る目標を達成するためにとるべき措置 

１－１ デジタルONE戦略に基づく教職員及

び学生の協働による大学業務のICT化・DX

化を通じ、業務効率化、セキュリティ強化

を行い、平時のみならず大規模災害などの

非常時においても、教職員や学生の活動が

安全かつ速やかに進められるよう業務運営

体制の継続性を強化する。 

評価指標 a.事務手続きや対面での会

議体等のオンライン化数 

（第４期中に200件以上） 

 

 

b.・c. （略） 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関す

る目標を達成するためにとるべき措置 

１－１ デジタルONE戦略に基づく教職員及

び学生の協働による大学業務のICT化・DX

化を通じ、業務効率化、セキュリティ強化

を行い、平時のみならず大規模災害などの

非常時においても、教職員や学生の活動が

安全かつ速やかに進められるよう業務運営

体制の継続性を強化する。 

評価指標 a.常勤事務職員(一般職員

Ⅰ)のうち、DX推進担当

（デジタルONEアンバサダ

ー）の経験を有する者の

割合が80％以上 

b.・c. （略） 

 

 

・事務業務の効率化・省力

化のため、それぞれの事務

部門内で、内製システムの

開発やデジタル化を推進す

る担当者を第４期から「デ

ジタルONEアンバサダー」と

して任命している。令和４

年度は、デジタルONEアンバ

サダーによる100件を超える

内製システム開発等の取り

組みが行われたところであ

る。今後は、デジタルONEア

ンバサダーの経験を有する

管理職相当者の割合をさら

に増加させ、事務職員の大

多数がDX推進の経験者とす

ることが、第４期の中期目

標・中期計画のデジタルONE

戦略実現のためには、不可

欠な要素であると考え、経

験者の割合を評価指標とし
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て設定した。 

現行の評価指標については、

デジタル ONE アンバサダー

の活動・取り組みにより、当

初予定より大幅に短縮して

令和６年度中に達成できる

見込みであり、デジタル ONE

アンバサダーが香川大学の

DX 推進に大きく貢献する存

在であることを確信すると

ともに、デジタル ONE アンバ

サダーの経験を有する職員

の割合を増やしていくこと

が香川大学の DX 推進には必

要不可欠であることがわか

った。以上より、変更案は現

行の目標値を上回る内容と

なっている。 

74 

九
州
工
業
大
学 

（2-1）産業界や地域社会が求める教育コン

テンツの新設や既存プログラムの改善によ

り、リカレント教育等の社会人の学び直し

を促進するための社会人教育プログラムを

構築・実施する。 

 

（4-2）社会ニーズの変化に対応した異分野

との融合を促進させ、新たな組織対組織（※

）の連携数を増やすことで、課題解決に向け

た体制を構築し、社会変革につながる研究開

発を推進する。 
 

評価指標 

 

（2-1-1）教育用コンテンツの

提供数（学部レベル、大学院

レベル、先端研究レベル） 50

以上 

＜達成時期：令和９年度＞ 

（2-1-2）学外者向け教育プロ

グラムの提供数 15 

以上 

＜達成時期：令和９年度＞ 

 

 

 

 

評価指標 

 

(4-2-1)(4-1-1)の連携制度や

(6-2-1)の基盤整備により新た

に発生した組織対組織（※）

の延べ連携件数（年度単位）

120件以上 

＜達成時期：令和９年度＞ 

 

 

 

 

（2-1）産業界や地域社会が求める教育コン

テンツの新設や既存プログラムの改善によ

り、リカレント教育等の社会人の学び直し

を促進するための社会人教育プログラムを

構築・実施する。 

 

（4-2）社会ニーズの変化に対応した異分野

との融合を促進させ、新たな組織対組織（※

）の連携数を増やすことで、課題解決に向け

た体制を構築し、社会変革につながる研究開

発を推進する。 
 

評価指標 

 

（2-1-1）教育用コンテンツの

提供数（学部レベル、大学院

レベル、先端研究レベル） 50

以上 

＜達成時期：令和９年度＞ 

（2-1-2）学外者向け教育プロ

グラムの提供数 15以上 

＜達成時期：令和９年度＞ 

（2-1-3）学外者向けの教育プ

ログラムの提供により、講習

料収入額を第３期の２倍とす

る。 

＜達成時期：令和９年度＞ 

評価指標 

 

(4-2-1)(4-1-1)の連携制度や

(6-2-1)の基盤整備により新た

に発生した組織対組織（※）

の延べ連携件数（年度単位）

120件以上とし、このことによ

り第４期における共同研究、

受託研究等の外部資金受入総

額を第３期基準の50％増とす

る。 

＜達成時期：令和９年度＞ 

 

・社会人の学び直し支援に

ついて、単なる社会貢献事

業として行うだけではなく

、持続可能性を担保するた

めに、「自走できる社会人

教育プログラム」が必要で

あることから、教育用コン

テンツの提供数、教育プロ

グラムの提供数に加えて、

講習料収入を第３期の２倍

とする目標を掲げることと

した。この収入は第３期の

同規模・同種大学の社会人

教育による受講料収入を超

えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第３期の共同研究、受託

研究の外部資金受入総額は

第２期基準の20％増であっ

たが、連携強化を一層推進

することで、第４期につい

ては、第３期の伸びを大き

く上回る第３期基準の50％

増とすることとしたい。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

75 

佐
賀
大
学 

（２－１）「佐賀大学のこれから-ビジョン

2030-」を踏まえた教育課程、入学者選抜

の改善に繋げるために、教学IRにより分析

したエビデンスやステークホルダー（在学

生、卒業生、高校、就職先企業等）の意見

に基づく自発的な改善サイクルを生み出す

全学的な教学マネジメントを確立する。特

に入学者選抜については、第３期に確立し

た多面的・総合的評価を継続して実施する

とともに、教学マネジメントの中で学位プ

ログラムと一体的な検証及び改善を行う。 

また、検証結果や改善内容は全学的に点

検・評価するとともに、ステークホルダー

に向けて発信する。 
 

評価指標 

 

（２－１①）エビデンスとス

テークホルダーの意見に基

づく教育課程及び入学者選

抜の点検・改善の仕組みを

整備していること（令和４

年度） 

（２－１②）学部等が行った

教育課程及び入学者選抜の

点検・改善結果を、教育の

質保証を担う全学会議にて

、意義や効果等を評価し、

検証していること（令和６

年度以降の毎年度） 

（２－１③）全学的な教学マネ

ジメントに基づく検証結果や

改善内容をステークホルダー

に向けて公表していること（

令和６年度以降の毎年度） 

 

 

 

 

 

（２－１）「佐賀大学のこれから-ビジョン

2030-」を踏まえた教育課程、入学者選抜

の改善に繋げるために、教学IRにより分析

したエビデンスやステークホルダー（在学

生、卒業生、高校、就職先企業等）の意見

に基づく自発的な改善サイクルを生み出す

全学的な教学マネジメントを確立する。特

に入学者選抜については、第３期に確立し

た多面的・総合的評価を継続して実施する

とともに、教学マネジメントの中で学位プ

ログラムと一体的な検証及び改善を行う。 

また、検証結果や改善内容は全学的に点

検・評価するとともに、ステークホルダー

に向けて発信する。 
 

評価指標 

 

（２－１①）エビデンスとス

テークホルダーの意見に基

づく教育課程及び入学者選

抜の点検・改善の仕組みを

整備していること（令和４

年度） 

（２－１②）学部等が行った

教育課程及び入学者選抜の

点検・改善結果を、教育の

質保証を担う全学会議にて

、意義や効果等を評価し、

検証していること（令和６

年度以降の毎年度） 

（２－１③）全学的な教学マ

ネジメントに基づく検証結

果や改善内容をステークホ

ルダーに向けて公表してい

ること（令和６年度以降の

毎年度） 

（２－１④）学部入試のすべて

の入試区分における多面的・

総合的評価の導入率（100％

）の維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（２－１④）全国的に実施

大学が少ない「学部入試のす

べての入試区分における多

面的・総合的評価の導入率

（100％）」を維持しながら、

これまでの先駆的な入試改

革事業を維持・発展させると

ともに、全学的な教学マネジ

メント体制によって、学位プ

ログラムと一体的な入学者

選抜改善を実現することで、

他大学の模範となる先導的

な取り組みを目指すため。 

77 

熊
本
大
学 

（新設） 

B-5-1. 半導体・デジタル研究教育機構を設

置し、教育研究機能を強化するとともに、

新たに情報融合学環及び工学部半導体デバ

イス工学課程を設置し、さらに、大学院自

然科学教育部の博士前期課程及び博士後期

課程に半導体・情報数理専攻（仮称）設置

することで、DX時代を牽引する人材、特に

半導体分野における人材育成を加速させ、

半導体関連企業への輩出人材を増加させ

る。 
 

評価指標 

 

（B-5-1-1） 

半導体関連企業への輩出人材数

／第４期中期目標期間最終年度

までに第３期中期目標期間最終

年度の人数の2.5倍以上の人材

輩出を達成する。 

・令和５年４月１日付け半

導体・デジタル研究教育機構

設置に伴う中期計画の追加 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

78 

大
分
大
学 

【⑭-2】 世界に通用する多様性や卓越性を

持った研究を戦略的に支援するとともに、

それを担う研究者を育成するため、研究マ

ネジメント機構を中核として、海外の研究

者との研究交流や共同研究を支援する。ま

た、これまで培ってきた国際連携事業やグ

ローカル感染症研究センターを中核とした

新たな国際共同研究を推進し、その研究成

果を地域や国際社会へ還元する。 

評価指標 ・【⑭-2-1】 国際共著論文

数の増加（第３期と第４期

の平均値の比較において） 

 

 

 

 

 

 

 
 

【⑭-2】 世界に通用する多様性や卓越性を

持った研究を戦略的に支援するとともに、

それを担う研究者を育成するため、研究マ

ネジメント機構を中核として、海外の研究

者との研究交流や共同研究を支援する。ま

た、これまで培ってきた国際連携事業やグ

ローカル感染症研究センターを中核とした

新たな国際共同研究を推進し、その研究成

果を地域や国際社会へ還元する。 

評価指標 ・【⑭-2-1】 国際共著論文

数の増加（第３期と第４期

の平均値の比較において） 

・【⑭-2-2】 第４期が終了

する令和９年度までに、ピ

ロリ菌（Helicobacter 

pylori）をキーワードとし

てScopusでの論文数及び被

引用数の分析をした結果が

どちらも国内１位 
 

・第４期から実働を開始し

たグローカル感染症研究セ

ンターを中心とした国際共

同研究を進め、更なる研究

成果の創出や、地域・国際

社会への研究成果の還元を

図るためには、質・量とも

に高い水準で論文を輩出す

る必要がある。そのため、

世界最大規模の菌株を保有

し、以前から研究を進めて

いるピロリ菌について、国

内トップクラスの論文数、

被引用数を評価指標として

追加設定することで、世界

的研究レベルへの向上を図

る。なお、本件は、意欲的

な評価指標の再申請を行っ

ている。 

79 

宮
崎
大
学 

【1】宮崎地域の主軸高等教育機関として、

教育、研究、国際化、医療、地域連携の重

点５領域で地方創生を牽引する。産業人財

育成プラットフォームや高等教育コンソー

シアムなど、地域と連携してきた実績を踏

まえ、地域に開かれたキャンパス運用を戦

略的に展開し、世界を視野に地域を担い牽

引する人材を養成する。 

評価指標 【1-1】～【1-6】 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【1】宮崎地域の主軸高等教育機関として、

教育、研究、国際化、医療、地域連携の重

点５領域で地方創生を牽引する。産業人財

育成プラットフォームや高等教育コンソー

シアムなど、地域と連携してきた実績を踏

まえ、地域に開かれたキャンパス運用を戦

略的に展開し、世界を視野に地域を担い牽

引する人材を養成する。 

評価指標 【1-1】～【1-6】 （略）

【1-7】 

（指標）国際的かつ先導的な

感染症研究の成果を

含めた体系的獣医師

卒後教育プログラム 

（水準）第４期中期目標期間

中に、産業動物防疫

分野の国際的・先導

的研究を踏まえた実

習を含む講座を72講

座以上開講するとと

もに、ICT・VR技術を

活用した動画教材を

30本以上作成し、獣

医師卒後教育に活用

する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・我が国初の事業として取

り組んできた「国際的かつ先

導的な感染症研究の成果を

含めた体系的獣医師卒後教

育プログラム」を、これまで

の実績を踏まえ、より高度で

実践的なプログラムに発展

させることに伴い、意欲的な

評価指標の再申請（指標の新

設）を行ったため 

92 

北
海
道
国
立
大
学
機
構 

【中期計画10-２】  

共同利用・共同研究拠点である帯広畜産大

学原虫病研究センターにおいて、OIEコラボ

レーティングセンターとしての国際防疫活動

、国際協力機構（JICA）との連携事業等によ

り構築した研究者ネットワークを活用して、

原虫病の診断、治療、予防とベクター対策に

関する先端研究や原虫病とベクターの制圧及

び監視体制構築による国際防疫上の学術貢献

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

【中期計画10-２】  

共同利用・共同研究拠点である帯広畜産大

学原虫病研究センターにおいて、OIEコラボ

レーティングセンターとしての国際防疫活動

、国際協力機構（JICA）との連携事業等によ

り構築した研究者ネットワークを活用して、

原虫病の診断、治療、予防とベクター対策に

関する先端研究や原虫病とベクターの制圧及

び監視体制構築による国際防疫上の学術貢献

を推進する。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

 

評価指標 ①原虫病研究センターにお

ける論文のFWCI（Field-

Weighted Citation 

Impact）値：1.00（第４

期中期目標期間における

平均） 

 

 

 

 
 

 

評価指標 ①原虫病研究センターにお

ける論文のFWCI（Field-

Weighted Citation 

Impact）値：1.00（第４

期中期目標期間における

平均） 

②国際獣疫事務局（WOAH）

によるコラボレーティン

グセンター認定の再審査

を受審し、認定を維持 
 

 

・国際獣疫事務局（WOAH）

によるコラボレーションセ

ンター認定の再審査を受審

することにより、国内外の

関係機関からの要請に基づ

く原虫病確定診断の実施や

国際診断法提供等の活動内

容の充実を図ることとした

ため。 

 

93 

奈
良
国
立
大
学
機
構 

【11-2】奈良教育大学附属学校園は、以下の

ことに取り組む。 

（1） （略） 

（2）附属幼稚園は、「満3歳児保育を含むこ

ども園」に移行し、0、1、2歳の子育て支

援クラスの保育と満3歳児クラスの保育の

滑らかな接続を実現するとともに、乳幼児

期の一貫したカリキュラムを開発する。 

 

 

 

 

（3）・（4） （略） 
 

評価指標 

 

【11-2-1_01】 （略） 

【11-2-1_02】 （略） 

【11-2-2】附属幼稚園におけ

る、乳幼児期のカリキュラム開

発と発信〔幼稚園・大学・地域

の教育委員会や乳児教育などの

専門家とでカリキュラムの内容

や有用性を審議する組織を構築

し、年２回審議を実施、及び評

価結果の次年度への反映〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

【11-2-3】 （略） 

【11-2-4_01】 （略） 

【11-2-4_02】 （略） 

【11-2】奈良教育大学附属学校園は、以下の

ことに取り組む。 

（1） （略） 

（2）附属幼稚園を全国初となる国立の「附

属幼保連携型認定こども園」に移行させ、

乳幼児の教育・保育を行うことに加え、1

）全国のこども園等のモデルとなる乳幼児

期から小学校までを貫くカリキュラム、2

）親性育成を基盤とする子育て支援プログ

ラム、3）乳児からの育ちを見通せるこど

も園保育教諭の養成カリキュラムの開発・

提供を行う。 

（3）・（4） （略） 
 

評価指標 

 

【11-2-1_01】 （略） 

【11-2-1_02】 （略） 

【11-2-2_01】全国初となる国

立の「附属幼保連携型認定こ

ども園」を設置し、令和6年度

から2歳児を、令和8年度から

0-1歳児を受け入れる。 

【11-2-2_02】1）こども園の

カリキュラム、2）子育て支

援プログラム、3）こども園

保育教諭の養成カリキュラム

の内容や有用性について、大

学・地域の教育委員会や乳幼

児教育などの専門家で構成さ

れた組織を構築し、年２回の

実証データに基づく評価を実

施し、その結果を次年度へ反

映させる。 

【11-2-3】 （略） 

【11-2-4_01】 （略） 

【11-2-4_02】 （略） 

 

 

 

・附属幼保連携型認定こど

も園を設置し、保育教諭（幼

稚園教諭の免許と保育士資

格の双方の免許・資格が必

要）養成のための効率的・実

践的なカリキュラム等の開

発と、実務経験及び研究成果

に基づいた保護者支援等を

実施するため。 
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・大学・高専機能強化支援事業の選定に伴う変更 ９法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

01 北海道大学 （新設） 

④－２ 世界トップレベルの高度情報専門

人材を輩出するため、大学・高専機能強化

支援事業の仕組みを活用し、第５期中期目

標期間におけるデジタル分野に係る大学

院教育の充実・発展に向けた基盤の構築と

して、工学部情報エレクトロニクス学科の

入学定員の増員を行う。 
 

評価指標 

 

（１）令和６年度に工学部情

報エレクトロニクス学科の

入学定員を50人増員すると

ともに、第５期中期目標期

間終了時までに他学部・他

学科を中心に同規模の収容

定員を減ずるため、令和７

年度末までに収容定員減に

係る計画を策定する。 

・「大学・高専機能強化支

援事業」に選定され、大学

全体の収容定員の増加を

伴う学部定員の増員を令

和６年度に行うため。 

10 東北大学 （新設） 

I 教育研究の質の向上に関する事項を達成

するためにとるべき措置  

2 教育に関する目標を達成するための措置 

(1)-5 情報系学位プログラムと連携した高

度情報専門人材育成（No.48）   

・本学が強みを有する教育研究実績を基盤

として、学生及び社会のニーズが高い高度

情報専門人材育成を強化するため、「大学・

高専機能強化支援事業」の仕組みを活用

し、教育の体制強化を図る。 
 

評価指標 

 

指㊿： 

令和6年度から工学部の入

学定員を40名増員するとと

もに、第5期中期目標期間終

了時までに他学部・他学科

を中心に同規模の定員を減

ずるため、教育改革推進会

議等の学内会議を開催し、

第4期中期目標期間末まで

に具体的な計画を決定する 

 

 

 

・「大学・高専機能強化

支援事業」の採択に伴い

、学部定員の増員を行う

ため。 

 

 

28 
東京工業大
学 

【３】水準 

学士課程では、社会課題の解決につ

ながるような多様な視点をもち、専門

力を発揮できる基礎的な能力を養成す

る。 

方策 

・異なる専門分野を系統的に学修する

プログラムを学士課程に開設する。 

・専門分野の基礎学力を向上させるこ

とはもとより、多様な経験を選択で

きるように、学士特定課題研究と、

特定課題プロジェクトの履修のあり

方を変更する。 

・オンライン教育を含んだ多様な教育

を実施するためのDX環境を整備する

。 

・多様性を育んだり、主体性を育てた

りする融合科目、全学横断科目に基

づく複合領域コース科目、他大学と

の連携科目、国際経験プログラムな

どを提供する共通組織を設置する。 

【指定国構想】 

 

【３】水準 

学士課程では、社会課題の解決に

つながるような多様な視点をもち、

専門力を発揮できる基礎的な能力を

養成する。 

方策 

・異なる専門分野を系統的に学修する

プログラムを学士課程に開設する。 

・専門分野の基礎学力を向上させるこ

とはもとより、多様な経験を選択で

きるように、学士特定課題研究と、

特定課題プロジェクトの履修のあり

方を変更する。 

・オンライン教育を含んだ多様な教育

を実施するためのDX環境を整備する

。 

・多様性を育んだり、主体性を育てた

りする融合科目、全学横断科目に基

づく複合領域コース科目、他大学と

の連携科目、国際経験プログラムな

どを提供する共通組織を設置する。 
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番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

評価指標 

 

[３]-１ 多様な視点をもって

専門力を発揮できる基礎を

築くものとして、学士特定

課題研究及び特定課題プロ

ジェクトの履修の在り方を

改善するとともに、自身の

専門分野以外も系統立てて

学ぶ学士課程向けの広域履

修制度を新たに複数プログ

ラム設置する。 

 

 

[３]-２ 主に学院によらな

い横断的な授業科目を提

供し、学生の多様な学び

に資するための新たな共

通組織を、第４期中に設

置する。 

・情報理工学院において、高度情報専

門人材の育成の推進に資する施策を

開始する。また、大学・高専機能強

化支援事業の制度を用いた情報理工

学院の定員の増加分については、社

会における人材ニーズ等の分析を踏

まえ、令和13年４月に大学全体で同

規模の入学定員減を行う方針である

。 

【指定国構想】 
 

評価指標 

 

[３]-１ 多様な視点をもって

専門力を発揮できる基礎を

築くものとして、学士特定

課題研究及び特定課題プロ

ジェクトの履修の在り方を

改善するとともに、自身の

専門分野以外も系統立てて

学ぶ学士課程向けの広域履

修制度を新たに複数プログ

ラム設置し、及び学士課程

の改組に向けた準備を行う

。 

[３]-２ 主に学院によらな

い横断的な授業科目を提

供し、学生の多様な学び

に資するための新たな共

通組織を、第４期中に設

置する。 

・令和６年度に学部・研

究科等の教育組織の設置

や入学定員の変更を行う

ため。 

 

31 
電気通信大
学 

６ Society5.0で活躍するUEC「工」型人材が

備える教養として、情報・数理・データサ

イエンス・AI・量子技術（IMDAQ）分野の基

盤となる知識とスキルを全学生に身に付

けさせるため、「数理・データサイエンス

・AI教育プログラム認定制度」を活用し、

実験・演習に重きを置いた新たなIMDAQ共

通基盤プログラムを構築する。加えて、他

類のコア科目を体系的に学ぶ副専攻プロ

グラムを構築する。 

また、主体的に探求する能力を身に付け

させるため、類の専門の枠を超えて、少人

数で自ら課題を選択し、自ら手を動かし探

求する本学独自の工房教育を拡充する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

(6-1)文部科学省等による

「数理・データサイエンス・

AI教育プログラム認定制

度」を活用したIMDAQ共通基

盤プログラムを構築し、学

生の履修状況を調査し、公

表するとともに、授業評価

６ Society5.0で活躍するUEC「工」型人材が

備える教養として、情報・数理・データサ

イエンス・AI・量子技術（IMDAQ）分野の基

盤となる知識とスキルを全学生に身に付

けさせるため、「数理・データサイエンス

・AI教育プログラム認定制度」を活用し、

実験・演習に重きを置いた新たなIMDAQ共

通基盤プログラムを構築する。加えて、他

類のコア科目を体系的に学ぶ副専攻プロ

グラムを構築する。 

また、主体的に探求する能力を身に付け

させるため、類の専門の枠を超えて、少人

数で自ら課題を選択し、自ら手を動かし探

求する本学独自の工房教育を拡充する。 

さらに、企業等との協働による社会実装

を目指す問題解決型学習等、実践的なカリ

キュラムを特色とする「デザイン思考・デ

ータサイエンスプログラム」により高度情

報専門人材を育成するため、大学・高専機

能強化支援事業の仕組みを活用し、令和６

年度に、情報理工学域の入学定員を30人増

員する。なお、第５期中期目標期間の中期

計画に、遅くとも令和16年４月から情報理

工学域において同規模の入学定員を減ず

る旨を明記する。 

 

評価指標 

 

(6-1)文部科学省等による

「数理・データサイエンス・

AI教育プログラム認定制

度」を活用したIMDAQ共通基

盤プログラムを構築し、学

生の履修状況を調査し、公

表するとともに、授業評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「大学・高専機能強化

支援事業」への選定に伴

い、令和６年度に情報理

工学域の「デザイン思考

・データサイエンスプロ

グラム」の入学定員の増

員を行うため。また、増

員に伴い、第５期中期目

標期間後に入学定員の減

を行う方針を第５期中期

計画に明記するため。 
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番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

 

等を通じ、学生が身につけ

た能力を可視化し確認す

る。 

(6-2)副専攻プログラムを構

築し、授業評価等を通じ、学

生が身につけた能力を可視

化し確認する。 

(6-3)一部の学生の参加に限

られた「工房教育」につい

て、全学年を通じて多くの

学生が参加できる仕組みを

構築し、参加学生の年度平

均人数を第３期中期目標期

間実績に比して増加させ

る。 

 

 

 
 

等を通じ、学生が身につけ

た能力を可視化し確認す

る。 

(6-2)副専攻プログラムを構

築し、授業評価等を通じ、学

生が身につけた能力を可視

化し確認する。 

(6-3)一部の学生の参加に限

られた「工房教育」につい

て、全学年を通じて多くの

学生が参加できる仕組みを

構築し、参加学生の年度平

均人数を第３期中期目標期

間実績に比して増加させ

る。 

(6-4)情報理工学域Ⅰ類の入

学定員を令和６年度以降30

人増とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「大学・高専機能強化

支援事業」への選定に伴

う令和６年度に情報理工

学域Ⅰ類の「デザイン思

考・データサイエンスプ

ログラム」の入学定員の

増員の進捗管理を行うた

め。 

38 金沢大学 

(4)時代の変化に合わせて積極的に社会を支

え、専門的知識や論理的思考力を持って社

会課題の解決に資する能力を有し、グロー

バルに活躍する人材や地方創生に寄与す

る人材の育成に向け、教学マネジメントの

強化とデジタル活用の推進を図りながら、

金沢大学が育成する人材の具体的な姿を

示した金沢大学＜グローバル＞スタンダ

ードを基盤に、学域・学類の専門性に加え、

異分野融合による学修者本位の教育を実

現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

評価指標 

 

4-1.学修者が自ら学ぶこと

のできるデジタルコンテ

ンツ・教材の見直しと新規

作成 

4-2.令和５年度までに文理

融合型新学類を創設 

(4)時代の変化に合わせて積極的に社会を支

え、専門的知識や論理的思考力を持って社

会課題の解決に資する能力を有し、グロー

バルに活躍する人材や地方創生に寄与す

る人材の育成に向け、教学マネジメントの

強化とデジタル活用の推進を図りながら、

金沢大学が育成する人材の具体的な姿を

示した金沢大学＜グローバル＞スタンダ

ードを基盤に、学域・学類の専門性に加え、

異分野融合による学修者本位の教育を実

現する。また、社会のニーズに応じた情報

工学専門人材、融合分野デジタル人材を複

層的に養成、輩出するために、大学・高専

機能強化支援事業の仕組みを活用し、令和

６年度に、融合学域スマート創成科学類の

入学定員を35名、理工学域電子情報通信学

類の入学定員を40名増員する。なお、社会

情勢等を見据え、他学域や他学類を 中心

に同規模の定員を減ずることを含む、第５

期中期目標期間終了時までの教育組織再

編の検討を令和９年度までに行う。 
 

評価指標 

 

4-1.学修者が自ら学ぶこと

のできるデジタルコンテ

ンツ・教材の見直しと新規

作成 

4-2.令和５年度までに文理

融合型新学類を創設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大学・高専機能強化支援

事業により学士課程の入

学定員増を行うことに伴

い、第５期中期計画終了

時までの学士課程の教育

組織再編を行う方針を明

記するための変更。 

 

 

 

 
20



 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

64 岡山大学 （新設） 

（１－３）社会のニーズや産業構造の変化

に柔軟に対応した組織の再編及び入学

定員の適正化を実施する。その一環とし

て、大学・高専機能強化支援事業を活用

し、学部と大学院の有機的な連携による

６年間一貫の教育プログラムを構築す

ることで、デジタル・AI・情報工学等の

成長分野をけん引し、イノベーションを

創出できる人材養成を拡充する。 
 

評価指標 （１）令和６年度に工学部工

学科の入学定員を30名増

員する。 

評価指標 （２）第４期中期目標期間終

了時までに、同規模の定員

減を行う学部及び人数を

決定し、第５期中期目標期

間終了時までに定員減を

行う。 

・大学・高専機能強化支援

事業に選定され、大学全

体の収容定員の増加を伴

う学部定員の増員及び同

規模の定員減を行うため 

70 愛媛大学 （新設） 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達

成するためにとるべき措置 

２ 教育に関する目標を達成するため

の措置 

（４）大学・高専機能強化支援事業の仕組

みを活用し、高度情報専門人材を育成す

る体制を強化する。 
 

評価指標 １）工学部で、令和６年度

に30人の入学定員の増員 

なお、第５期中期目標期

間終了時までに他学部・他

学科を中心に同規模の定員

を減ずることを、令和９年

３月までに役員会で決定す

る 

 

 

 

 

・大学・高専機能強化支援

事業により工学部の定員

増を行うため。 

75 佐賀大学 （新設） 

（３－３）「大学・高専機能強化支援事業」

の仕組みを活用し、カリキュラムの再編や

入学定員の増員をはかり、北部九州のニー

ズに応えた高度情報系人材育成機能を強

化する。なお、「大学・高専機能強化支援

事業」の実施によって増加した入学定員に

ついて、「第５期中期目標期間終了時まで

に同規模の入学定員減を行う方針」を大学

全体で検討する。 
 

評価指標 

 

（３－３①）理工学部の入

学定員 30名増員（令和６

年度） 

・（３－３①）「大学・

高専機能強化支援事業」

に選定され、大学全体の

収容定員の増加を伴う学

部定員の増員を令和６年

度に行うため。 

 

78 大分大学 

【④-1】 社会が求める人材の需要と供給の

マッチングを図るため、大分県周辺地域を

牽引する中核的教育研究機関として、地域

のニーズ等に柔軟に対応した組織の改編

（学部改組、大学院のあり方・機能の検討

など）及び入学定員の適正化を全学的な視

点から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【④-1】 社会が求める人材の需要と供給の

マッチングを図るため、大分県周辺地域を

牽引する中核的教育研究機関として、地域

のニーズ等に柔軟に対応した組織の改編

（学部改組、大学院のあり方・機能の検討

など）及び入学定員の適正化を全学的な視

点から実施する。高度情報専門人材（ＤＸ

人材）の育成のため、大学・高専機能強化

支援事業の仕組みを活用し、理工学部で

は、令和６年度に４０名の入学定員の増員

を行う。なお、第５期中期目標期間終了時

までに他学部学科を中心に同規模の定員

を減ずることとし、令和９年３月までに定

員を減ずる学部学科を決定する。 

 

・大学・高専機能強化支

援事業に採択されたこと

に伴い、令和６年度に大

学全体の収容定員の増加

を伴う学部定員の増員を

行い、第５期中期目標期

間終了時までに他学部学

科を中心に同規模の定員

を減ずるため。 
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番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

 

評価指標 

 

・【④-1-1】 組織改編の検

討・設置状況（医学部新学

科設置をはじめとする地

域のニーズ等を踏まえた

組織改編の検討が行わ

れ、または設置がなされ

ている。今後の大学院の

機能・あり方についての

検討がなされている） 

・【④-1-2】 各学部の入学

定員の検証・適正化（組織

の改編に併せて、地域のニ

ーズ等を踏まえた入学定

員の検証及び適正化（見直

し）に向けた作業を行う。

特に、教育学部については

大分県周辺地域の教員需

要及び教員養成の成果等

を踏まえたものとする） 

 

評価指標 

 

・【④-1-1】 組織改編の検

討・設置状況（医学部新学

科設置をはじめとする地

域のニーズ等を踏まえた

組織改編の検討が行わ

れ、または設置がなされ

ている。今後の大学院の

機能・あり方についての

検討がなされている） 

・【④-1-2】 各学部の入学

定員の検証・適正化（組織

の改編に併せて、地域のニ

ーズ等を踏まえた入学定

員の検証及び適正化（見直

し）に向けた作業を行う。

特に、教育学部については

大分県周辺地域の教員需

要及び教員養成の成果等

を踏まえたものとする） 
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○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供するための変更 ２０法人 

番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

01 

北
海
道
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・北方生物圏フィールド科学センター森

林圏ステーション北管理部中川研究林

の土地の一部（北海道中川郡音威子府

村・中川町 226,000㎡）を譲渡する。 

・水産学部附属練習船１隻（北海道函館

市 うしお丸 179トン）を譲渡する。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・北方生物圏フィールド科学センター森

林圏ステーション北管理部中川研究林

の土地の一部（北海道中川郡音威子府

村・中川町 330,000㎡）を譲渡する。 

・水産学部附属練習船１隻（北海道函館

市 うしお丸 179トン）を譲渡する。 

 

・北海道地区国立大学大滝セミナーハウ

スの土地（北海道伊達市大滝区優徳町

32番 23,966㎡）及び建物（2,380㎡）

を譲渡する。 

 

 

・国土交通省北海道開発局旭川開

発建設部から、工事の進捗に伴い

地滑り対策として追加用地の譲渡

要望があり、これに応じるため。

なお、譲渡予定部分は更新地や試

験林等のない林地で、譲渡により

今後の教育研究及び管理運営上支

障がない。 

 

・施設の老朽化及び利用者が著し

く減少しており、利用料収入だけ

では維持・管理を行うことが難し

く、安全性の観点からも施設の活

用が困難な状況となったことか

ら、本施設を譲渡するため。なお、

譲渡したとしても、道内に代替施

設（国立青少年の家、道立青少年

の家等）が複数存在することか

ら、業務運営上支障がない。 

02 

北
海
道
教
育
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

札幌あいの里団地（札幌校、附属札幌小・

中学校他）の東側に位置する土地の一部

（北海道札幌市北区あいの里５条３丁

目１番１号 1,180 ㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画  

・札幌あいの里団地（札幌校、附属札幌小・ 

中学校他）の東側に位置する土地の一部

（北海道札幌市北区あいの里５条３丁

目１番１号 1,180 ㎡）を譲渡する。 

・附属旭川幼稚園の土地（建物含む）の全部

（北海道旭川市春光５条２丁目３６３８

番 6,255.05 ㎡）を譲渡する。 

 

 

・附属旭川幼稚園園舎の老朽化等

に伴い、令和６年度の開園に向け

て移転、建替えを行う。当該土地

（建物含む）については、今後有

効活用できる見込みがないこと

から譲渡するものである。 

10 

東
北
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

 旧開発地理学磐梯研究所跡地（福島県

耶麻郡猪苗代町字芹沢4040番43）

990.94㎡を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

 旧開発地理学磐梯研究所跡地（福島県

耶麻郡猪苗代町字芹沢4040番43）

990.94㎡を譲渡する。 

 保育所（かたひら保育園）（宮城県仙

台市青葉区片平二丁目1番2号）建物

421.85㎡を譲渡する。 

 

 

・保育所の施設として貸付契約を

締結していた建物について、保育

所を運営する社会福祉法人へ譲渡

するため。本建物は老朽化等によ

り利用計画がなく、今後の使用見

込もないことから、大学の業務運

営に支障はない。 

15 

茨
城
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・大子町団地（茨城県久慈郡大子町大字下野

宮５６５３番１０号）の土地の全部（２０，

０００．２３㎡）及び建物の全部（５７８．

４６㎡）を譲渡する。  

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・大子町団地（茨城県久慈郡大子町大字下野

宮５６５３番１０号）の土地の全部（２０，

０００．２３㎡）及び建物の全部（５７８．

４６㎡）を譲渡する。  

・三の丸団地（茨城県水戸市三の丸２丁目６ 

番８号）の土地の一部（２５．８３㎡）を譲

渡する。 

 

 

 

 

【三の丸団地】 

・附属小学校・附属幼稚園敷地の西

側に隣接した飛び地（無道路地）

で、過去の複数回の処分の過程で

取り残された土地であり、現況は

未利用地となっている。大学とし

て活用の術がないことから、当該

財産を譲渡するものである。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

20 

埼
玉
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

該当なし 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・軽井沢荘の土地及び建物（長野県北佐

久郡軽井沢町大字長倉字赤岩２１４８

－１６７、土地933㎡、建物218㎡）を

譲渡する。 

 

 

・秩父倉庫の土地及び建物（埼玉県秩父

市大滝３８５４－１４、土地1791.12㎡

、建物301㎡）を譲渡する。 

・秩父倉庫の土地（埼玉県秩父市大滝３

８５５－１１、土地6666.89㎡）を譲渡

する。 

 

・大久保１地区（埼玉県さいたま市桜区

下大久保２５５）の土地の一部（

147.73㎡）を譲渡する。 

 

２．重要な財産を担保に供する計画 

・該当なし 

 

 

 

 

【軽井沢荘】 

・老朽化に伴う利用率の低下や収

支の悪化等により、今後も有効活

用の見込みがなく、教育研究上支

障もないことから財産の譲渡が適

切であると判断したため。 

【秩父倉庫】 

・設置当初の山寮としての役割は

既に終え書類倉庫として利用して

いるが、今後も有効活用の見込み

がなく、教育研究上支障もないこ

とから、財産の譲渡が適切である

と判断したため。 

【大久保１地区】 

・さいたま市よりさいたま市都市

計画道路事業の道路用地として

の譲渡の申し入れがあり、教育研

究上支障がなく、譲渡予定部分

は、大久保１地区の南側の一部

で、運動場等課外活動施設に隣接

しているが、当該施設の減築は必

要なく、課外活動等の実施に影響

はないため、業務運営上支障もな

いことから財産の譲渡を決定し

たため。 

24 

東
京
外
国
語
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

 なし 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

 ・保谷職員宿舎の土地及び建物（東京都西

東京市中町 3 丁目 5 番 21 号）を譲渡す

る。 

 

・保有資産の抑制及び施設の老朽

化により、本施設の廃止・譲渡を

決定したため。なお、【東京多摩

地区連合宿舎等の維持、管理及び

運営に関する協定書】を結んでお

り、他大学・他機関の職員宿舎を

利用することで対応可能なため、

業務運営上支障はない。 

26 

東
京
農
工
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・重要な財産を譲渡する計画はなし。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・館山荘の土地・建物（千葉県館山市正

木1256-131）を譲渡する。 

 

・当該物件は学生のための研修施

設だったが、建物の老朽化に加え

学生の利用率も低下している状態

が続いており、令和2年3月以降、

現在まで施設の使用を停止してい

る。学内の新事業や館山市との事

業連携など新たな施設活用方法を

検討してきたが、事業実施にかか

る初期投資費用等の問題から当該

土地・建物の有効活用は難しいと

判断し、売却することとした。 

当該物件は現在未利用の土地・建

物であり、当該物件の活用により

達成していた目的は他の施設を

活用することにより代替可能で

あるため、大学の業務運営上支障

がない。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

27 

東
京
芸
術
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

 ・重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画はない。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１. 重要な財産を譲渡する計画 

 ・松戸団地（国際交流会館）（千葉県松戸市

新松戸7丁目376番）の土地（2088.08㎡）

及び建物（建築面積627㎡）を譲渡する。 

２. 重要な財産を担保に供する計画 

 ・該当なし 

・建物の老朽化（築25年以上経過）

、感染症対策に適さない建築構造、

管理運営の困難性（大学から離れ

た立地や管理人等に係る人件費の

高騰）等の課題を抱えており、また

、宿舎以外の用途に活用すべく調

査研究も実施したが、土地利用に

関する法的制限が厳しいエリアで

もあり、活用することが難しいと

判断したため。なお、当該財産は留

学生や外国人研究者が日本での安

定した住居を探すまでの一時宿舎

として設置されたものであるが、

外国人専門の生活総合支援サービ

スを提供する民間事業者とのパー

トナーシップによる宿舎の斡旋、

東京国際交流館（日本学生支援機

構（JASSO）運営）への入居の斡旋

、学生寮「藝心寮」への入居の斡旋

等により、留学生等に不利益は生

じず、大学としてのサポートも容

易になることからも、本財産の譲

渡による業務運営上の支障は生じ

ない。 

29 

東
京
海
洋
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・カッター13 号艇（東京都 約 1.5 トン）

を譲渡する 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・カッター13 号艇（東京都 約 1.5 トン）

を譲渡する。 

・汽船１隻（東京都 ひよどり 19 トン）

を譲渡する。 

・ボート 舵手付きフォア１艇（東京都 

意気衝天（長さ 12.75m））を譲渡する。 

 

・当該汽船及びボートは、ともに

建造・製造から 30 年以上が経過

しており、汽船においては装備の

老朽化により実習及び調査航海

等に十分に対応できない状態に

ある。また、ボートにおいては老

朽化により競技練習艇として安

全性、機能性等が失われている状

態にある。現在建造中のひよどり

新船（令和６年３月竣工予定）で

は、機能が最新化され、これまで

のひよどりが行ってきた実習や

調査等も継承されることから、譲

渡による業務運営上の支障は生

じない。また、現在、別のボート

（舵手付きフォア用の練習艇）を

所有しており、譲渡による課外活

動上の支障は無いことから、譲渡

が適切と判断した。 

32 

一
橋
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

計画の予定なし 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計

画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計

画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・一橋大学職員宿舎跡地の土地（東京都

国立市東三丁目13番1、14番23、24、25

）を譲渡する。 

・老朽化に伴う耐震性及び入居率

の低下により宿舎を廃止後、当該

敷地を更地としたが、今後の利用

が見込まれないことから譲渡する

こととしたため。なお、譲渡予定部

分は、従来、福利厚生目的で職員宿

舎として活用してきたが、は令和

４年11月に福利厚生目的の職員宿

舎は保有しないことを決定してお

り、今後従来と同様の用途で活用

することはなく、今後当該敷地を

他の用途に転用する予定もないこ

とから、譲渡したとしても国立大

学法人一橋大学の業務運営上支障

がない。 
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番
号 

法
人
名 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

38 

金
沢
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・辰口地区の土地の一部（石川県能美市下

開発カ 153,000 ㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・辰口地区の土地の一部（石川県能美市下

開発カ 153,000 ㎡）を譲渡する。 

・旧泉学寮の土地（石川県金沢市野町 5 丁

目 93 番 3,742 ㎡）を譲渡する。 

・旧白梅寮の土地（石川県金沢市泉野町 2

丁目 278 番 1 号 4,194 ㎡）を譲渡する。 

・角間地区の土地の一部（石川県金沢市角

間町ヌ 7 番 7,500 ㎡）を譲渡する。 

・船舶（旧実習船あおさぎ 1981 年 12 月購

入 ヤンマー造船 DA-40BN）を譲渡する。 

 

 

 

 

 

・学生寮の廃止、石川県の砂防

ダム建設予定地の譲渡依頼へ

の対応及び実習船の更新に伴

う旧実習船の売却のため、重

要な財産の譲渡について計画

を追加する。なお、これらの譲

渡に際し業務運営上の支障は

ない。 

46 

愛
知
教
育
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

重要な財産を譲渡する計画はない。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

伊良湖臨海教育実験実習施設の土地及

び建物の全部（愛知県田原市伊良湖町宮

下 2914-1 土地面積 1,502.97 ㎡及び建

物面積 509 ㎡）を譲渡する。 

 

 

 

・用途廃止し遊休施設となってい

ることから、業務運営上支障がな

いため。 

55 

大
阪
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

該当無し 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

航空機（グローブ式G102スタンダードア

ステアJA2304、１機）を譲渡する。 

・老朽化が進み、維持管理に必要

な経費の捻出が困難であるため。 

なお、現在は別の機体を使用して

おり、今後同航空機を使用する予

定もないため譲渡したとしても

業務運営上支障がない。 

57 

兵
庫
教
育
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

 なし 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

 山国１団地の土地（兵庫県加東市山国2013

－4）の一部（11,810.9㎡）及び第１職員

宿舎ゾーンの建物７棟（職員宿舎５棟、ボ

ンベ庫（２）１棟、ポンプ・ボンベ室１棟 

合計7,326.8㎡）を譲渡する。 

２．重要な財産を担保に供する計画 

重要な財産を担保に供する計画はなし。 

 

・教職員宿舎である職員宿舎１～

５号棟は、建物の老朽化が著しく

耐震性能に劣っている。また、老

朽化と近隣の賃貸住宅の増加によ

り入居率が低下しており、施設整

備、維持管理経費の確保にも問題

がある。宿舎以外の活用も含めて

検討を行ったが、今後有効活用の

見込みがないため、現状の建物も

含めた形で譲渡(売却)を行おうと

するものである。また、教職員宿

舎は、今回譲渡を計画している上

記職員宿舎以外に、隣接する山国

２団地に職員宿舎６～９号棟を保

有しており、譲渡したとしても、

入居希望者に対する入居戸数が確

保できるため、国立大学法人兵庫

教育大学の業務運営上支障がない

。 

58 

神
戸
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・明石団地の土地の一部及び附属明石中

学校の建物の一部（兵庫県明石市山下

町358番16号、土地6,118.95㎡及び建物

3,245.83㎡）を譲渡する。 

・山の街団地の土地及び建物（兵庫県神

戸市北区緑町1丁目2番3号、土地243.84

㎡及び建物260.76㎡）を譲渡する。 

・宝塚団地の土地及び建物（兵庫県宝塚

市武庫山1-7、土地1,002㎡及び建物

1,251㎡）を譲渡する。 

・鈴蘭台団地の土地及び建物（兵庫県神

戸市北区鈴蘭台西町3-12-57、土地

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・明石団地の土地の一部及び附属明石中

学校の建物の一部（兵庫県明石市山下

町358番16号、土地6,118.95㎡及び建物

3,245.83㎡）を譲渡する。 

・山の街団地の土地及び建物（兵庫県神

戸市北区緑町1丁目2番3号、土地243.84

㎡及び建物260.76㎡）を譲渡する。 

・宝塚団地の土地及び建物（兵庫県宝塚

市武庫山1-7、土地1,002㎡及び建物

1,251㎡）を譲渡する。 

・鈴蘭台団地の土地及び建物（兵庫県神

戸市北区鈴蘭台西町3-12-57、土地
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法
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2,905㎡及び建物2,040㎡）を譲渡する

。 

・ひよどり台団地の土地及び建物（兵庫

県神戸市北区ひよどり台3-6、土地

6,344㎡及び建物3,394㎡）を譲渡する

。 

・深田団地の土地及び建物（兵庫県神戸

市灘区深田町1-1-25、土地421㎡及び建

物395㎡）を譲渡する。 

・淡路２団地の土地及び建物（兵庫県南

あわじ市松帆古津路970-68、土地7,681

㎡及び建物1,643㎡）を譲渡する。 

2,905㎡及び建物2,040㎡）を譲渡する

。 

・ひよどり台団地の土地及び建物（兵庫

県神戸市北区ひよどり台3-6、土地

6,344㎡及び建物3,394㎡）を譲渡する

。 

・深田団地の土地及び建物（兵庫県神戸

市灘区深田町1-1-25、土地421㎡及び建

物395㎡）を譲渡する。 

・淡路２団地の土地及び建物（兵庫県南

あわじ市松帆古津路970-68、土地7,681

㎡及び建物1,643㎡）を譲渡する。 

・五宮団地の土地及び建物（兵庫県神戸

市兵庫区五宮町12-12、土地347.10㎡及

び建物293㎡）を譲渡する。 

 

 

 

 

 

・踊松団地の土地及び建物（兵庫県神戸

市東灘区深江本町4-1、土地1,170.87㎡

及び建物368㎡）を譲渡する。 

 

 

 

 

 

・六甲台町１番２４、５９番１地先の土

地（兵庫県神戸市六甲台町1-1、土地59

㎡（里道））を譲渡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「学生宿舎、職員宿舎等の活用

基本方針（令和4年3月29日学長制

定）」に基づく整理統合に伴い廃

止した当該宿舎を譲渡するため。

また、既に廃止決定及び廃止して

いる職員宿舎であり、売却したと

しても、国立大学法人神戸大学の

業務運営上支障がないため。 

・「学生宿舎、職員宿舎等の活用

基本方針（令和4年3月29日学長制

定）」に基づく整理統合に伴い廃

止した当該宿舎を譲渡するため。

また、既に廃止決定及び廃止して

いる職員宿舎であり、売却したと

しても、国立大学法人神戸大学の

業務運営上支障がないため。 

・令和５年９月に採択された令和

５年度大学・高専成長分野転換支

援基金助成金により令和６年度

着工を予定している建物新設に

伴う環境整理において、学内を通

る里道の一部が建設予定地に含

まれることから、神戸市と協議の

うえ等面積の土地交換による当

該里道の付け替えをおこなうた

め。また、譲渡予定部分および交

換後部分はともに歩道部分であ

り、譲渡したとしても歩行道とし

ての機能を損なうものではなく、

また国立大学法人神戸大学の業

務運営上も支障がない。 

73 

九
州
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

①箱崎地区の土地の一部（福岡県福岡市

東区箱崎六丁目4098番1）、 

②文科系学部の土地（福岡県福岡市東区

箱崎六丁目4098番12ほか）、 

③理学部の土地の一部（福岡県福岡市東

区箱崎六丁目4098番1ほか）、 

面積 ①～③合計 92,486.96㎡を譲

渡する。 

④旧工学部の土地（福岡県福岡市東区箱

崎六丁目3330番14ほか）、 

⑤農学部の土地（福岡県福岡市東区箱崎

六丁目3330番3ほか）、 

⑥研究所の土地（福岡県福岡市東区箱崎

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

①箱崎地区の土地の一部（福岡県福岡市

東区箱崎六丁目4098番1）、  

②文科系学部の土地（福岡県福岡市東区

箱崎六丁目4098番12ほか）、  

③理学部の土地の一部（福岡県福岡市東

区箱崎六丁目4098番1ほか）、  

面積 ①～③合計 92,486.96㎡を譲渡

する。  

④旧工学部の土地（福岡県福岡市東区箱

崎六丁目3330番14ほか）、  

⑤農学部の土地（福岡県福岡市東区箱崎

六丁目3330番3ほか）、  

⑥研究所の土地（福岡県福岡市東区箱崎
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六丁目3330番17ほか）、 

⑦本部の土地（福岡県福岡市東区箱崎三

丁目4065番12ほか）、 

⑧女子学生寄宿舎の土地（福岡県福岡市

東区箱崎七丁目3544番4）、 

面積 ④～⑧合計 313,268.43㎡を譲

渡する。 

⑨男子学生寄宿舎の土地（福岡県福岡市

東区筥松四丁目3575番20 面積

6,754.30㎡）を譲渡する。 

⑩宿舎（二）の土地（福岡県福岡市東区

箱崎七丁目3553番37ほか 面積60.85㎡

）を譲渡する。 

⑪福岡演習林苗圃地（一）の土地（福岡

県糟屋郡篠栗町大字高田字下屋敷447番

1 面積4,356.09㎡）を譲渡する。 

⑫福岡演習林苗圃地（二）の土地（福岡

県糟屋郡篠栗町大字高田字下屋敷447番

3 面積1,751.11㎡）を譲渡する。 

⑬農場の土地（福岡県糟屋郡粕屋町大字

阿恵字花折42番ほか 面積204,933.68㎡

）を譲渡する。 

⑭伊都の土地の一部（福岡県福岡市西区

大字元岡字舟引285-1の一部ほか 面積

1,269.62㎡）を譲渡する。 

 

六丁目3330番17ほか）、  

⑦本部の土地（福岡県福岡市東区箱崎三

丁目4065番12ほか）、  

⑧女子学生寄宿舎の土地（福岡県福岡市

東区箱崎七丁目3544番4）、  

面積  ④～⑧合計 313,268.43㎡を譲

渡する。 

⑨男子学生寄宿舎の土地（福岡県福岡市

東区筥松四丁目3575番20 面積6,754.30

㎡） を譲渡する。  

⑩宿舎（二）の土地（福岡県福岡市東区

箱崎七丁目3553番37ほか 面積60.85㎡

）を譲渡する。  

⑪福岡演習林苗圃地（一）の土地（福岡

県糟屋郡篠栗町大字高田字下屋敷447番

1 面積4,356.09㎡）を譲渡する。  

⑫福岡演習林苗圃地（二）の土地（福岡

県糟屋郡篠栗町大字高田字下屋敷447番

3 面積1,751.11㎡）を譲渡する。  

⑬農場の土地（福岡県糟屋郡粕屋町大字

阿恵字花折42番ほか 面積204,933.68㎡

）を譲渡する。  

⑭伊都の土地の一部（福岡県福岡市西区

大字元岡字舟引285-1の一部ほか 面積

1,269.62㎡）を譲渡する。 

⑮宮崎演習林の土地の一部（宮崎県東臼

杵郡椎葉村大字大河内字大河内1012-

173の一部ほか 963.72㎡）を譲渡する

。 

 

 

 

 

 

⑯天草臨海実験所 汽船１隻（熊本県天

草郡苓北町 2.2トン）を譲渡する。 

 

 

 

 

 

⑰競漕艇１隻（福岡市東区名島 16.6ｍ）

を譲渡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・⑮宮崎県の国道388号線におけ

る令和4年度発生道路災害復旧

工事に伴う工作物設置のための

用地について、当該自治体から

の譲渡要望に応じるため。な

お、譲渡予定部分は国道沿いの

法面の一部であり、比較的小面

積であるため、譲渡したとして

も、業務運営上支障がない。 

・⑯経年劣化に伴う損耗等により

安全な運用が困難であるため。

なお、譲渡予定船舶を使用して

いた用途については、現在所有

している他の2隻により補完可

能であり、業務運営上支障がな

い。 

・⑰福岡県遠賀郡遠賀町の漕艇事

業に必要な競漕艇について、当

該自治体の譲渡要望に応じるた

め。なお、同種の競漕艇を寄附

により取得しており、業務運営

上支障がない。 

77 

熊
本
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・南町２団地の土地（熊本県熊本市東区

若葉４丁目３番１号 222.44㎡）を譲渡

する。 

・新屋敷２団地の土地（熊本県熊本市中

央区新屋敷２丁目１５番３号 326.24

㎡）を譲渡する。 

・黒髪団地南地区の土地の一部（熊本県

熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 

257.00㎡）を譲渡する。 

 

 

 

 

 

・大学として将来的な需要に

備える必要がなく、学内利用

の用途が限定され業務運営上

支障がないため 

 
28
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80 

鹿
児
島
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・附属病院の土地（医学部 A/敷地）の一

部（鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8 丁目 35

番 1、2,205．29 ㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・附属病院の土地（医学部A/敷地）の一

部（鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番

1、2,205．29㎡）を譲渡する。 

・農学部附属高隈演習林の土地の一部（

鹿児島県垂水市海潟3237、662.00㎡）

を譲渡する。 

 

・高隈演習林と隣接している市道

（垂水市道高峠線）の災害復旧事

業用地として、垂水市からの要望

に応じ譲渡するもの。公共的見地

からもやむを得ず、緊急性や重要

性があると判断するとともに、譲

渡予定部分は市道に隣接する法面

であり、学術参考林や保護林では

ない二次林のため、教育研究等に

直接の支障はない。 

82 

琉
球
大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・南上原地区の土地の一部（沖縄県中頭

郡中城村字南上原石橋原486-2 外2筆 

面積6,084㎡）を譲渡する。 

・汽船（みやまⅡ世）１艇を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・南上原地区の土地の一部（沖縄県中頭

郡中城村字南上原石橋原486-2 外2筆 

面積6,084㎡）を譲渡する。 

・汽船（みやまⅡ世）１艇を譲渡する。 

・石嶺団地の土地の一部（沖縄県那覇市首

里石嶺町2丁目96番１ 外7筆 面積 

20,787.75㎡の内、沖縄県那覇市首里石嶺町2

丁目96番１ 外4筆 面積 1079.12㎡）を譲

渡する。 

 

 

 

 

 

 

 

・道路拡張事業に伴い、土地の一

部を那覇市へ譲渡する。なお、譲

渡予定部分は職員宿舎用地の一

部であるが、建物には影響のない

部分であり、譲渡したとしても国

立大学法人琉球大学の業務運営

に支障はない。 

91 

東
海
国
立
大
学
機
構 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【名古屋大学】 

・蓼科宿泊施設（高原気候医学研究所）の

跡地の全部（長野県茅野市北山4035番 

31 外1 4,474.92 ㎡）を譲渡する。 

・佐久島観測所（全学共用教育研究施設）

の跡地の全部（愛知県西尾市一色町佐久

島掛梨49-4 985.39 ㎡）を譲渡する。 

・東郷自然観察園の土地の全部（愛知県愛

知郡東郷町大字春木字清水ケ根4126番1 

外 23,796 ㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する 

計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

【岐阜大学】 

・旧早野邸セミナーハウスの跡地の全部（

岐阜県大垣市昼飯町字村北1775番1 外 

5,532.86 ㎡）を譲渡する。 

 

 

 

 

・学外合宿研修施設の土地の全部（岐阜県

岐阜市長良竜東町5丁目1番 3,395.83 

㎡）を譲渡する。 

【名古屋大学】 

・蓼科宿泊施設（高原気候医学研究所）の

跡地の全部（長野県茅野市北山4035番 

31 外1 4,474.92 ㎡）を譲渡する。 

・佐久島観測所（全学共用教育研究施設）

の跡地の全部（愛知県西尾市一色町佐久

島掛梨49-4 985.39 ㎡）を譲渡する。 

・東郷自然観察園の土地の全部（愛知県愛

知郡東郷町大字春木字清水ケ根4126番1 

外 23,796 ㎡）を譲渡する。 

 

 

 

 

 

 

・維持管理に見合う収入がなく、

大学施設としての活用が困難であ

るため譲渡する。地域へのサービ

ス提供と交流やそのための駐車場

としての活用が主であるため、譲

渡による業務運営上支障をきたす

ものではない。 

・維持管理に見合う収入がなく、

コロナ禍を機に使用停止として

おり、使用者は当該施設によらな

い活動を行うようになったため。

今後大学として利活用の目途が

立たないことから、譲渡による業

務運営上支障をきたすものでは

ない。 
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〇 中期目標期間を超える債務負担に関する変更 １法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

22 東京大学 

５．中期目標期間を超 

える債務負担 

（略） 

・PFI事業として、下記を

実施する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）金額はPFI事業契約に

基づき計算されたものであ

るが、PFI事業の進展、実施

状況及び経済情勢・経済環

境の変化等による所要額の

変更も想定されるため、具

体的な額については、各事

業年度の予算編成過程にお

いて決定される。 

５．中期目標期間を超える債務負担 

 

   （略） 

・PFI事業として、下記を実施する。 

 

（略） 

＜（駒場Ⅰ）図書館（Ⅱ期）整備等事業＞ 

・事業総額：４，３６８百万円 

・事業期間：令和６年度～令和２０年度（１５年間） 

（単位：百万円） 

年度 

 

財源 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 
中期目標

期間小計 

次期以降

事業費 
総事業費 

施設整

備費補

助金 

    342 257 599 2,823 3,422 

運営費

交付金 
     96 96 850 946 

 

（注）金額はPFI事業契約に基づき計算されたものであるが、PFI事業の進展、実施状況

及び経済情勢・経済環境の変化等による所要額の変更も想定されるため、具体的な額

については、各事業年度の予算編成過程において決定される。 

 

 

 

 

 

・（駒場Ⅰ）図

書館（Ⅱ期）整

備等事業をPFI

事業として新規

に実施するため

。 
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〇 その他の変更 

・学内組織・制度等の名称決定等に伴う変更 ８法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

08 弘前大学 

【09】地域の教員集団の中核を将来的に担う教員を養成

するため、教育学部を中心に、「全学教員養成センター

（仮称）」を設置し、学部・学科間で教職課程を協同で

行う体制を整備しつつ、ICT活用等の社会変化に対応した

教職課程を構築する。 
 

評価指標 

 

①令和７年度までに「全学教員養成セン

ター（仮称）」を設置し、教職課程を

全学部協同で実施する。 

②令和４年度から必修化する教養教育

科目である数理・データサイエンスを

踏まえ、令和７年度までにGIGAスクー

ル構想に対応した新たなICT活用に関

する修得体制を構築するとともに、自

己点検・評価を実施し、社会の変化に

対応した教職課程に改善する。 

③「令和の日本型学校教育」で目指す学

習観・授業観への転換を担う教員を育

成するため、令和７年度までに教育学

部・教職大学院を中心に、青森県教育

委員会等と連携してプログラム開発

を行うとともに、自己点検・評価を実

施し、内容・方法等について見直しを

行う。 

・上記プログラムに関連する科目を 

２科目以上開講（令和７年度） 

【09】地域の教員集団の中核を将来的に担う教員を養成

するため、教育学部を中心に、「教職支援センター」を

設置し、学部・学科間で教職課程を協同で行う体制を整

備しつつ、ICT活用等の社会変化に対応した教職課程を構

築する。 
 

評価指標 

 

①令和７年度までに「教職支援センタ

ー」を設置し、教職課程を全学部協同

で実施する。 

②令和４年度から必修化する教養教育

科目である数理・データサイエンスを

踏まえ、令和７年度までにGIGAスクー

ル構想に対応した新たなICT活用に関

する修得体制を構築するとともに、自

己点検・評価を実施し、社会の変化に

対応した教職課程に改善する。 

③「令和の日本型学校教育」で目指す学

習観・授業観への転換を担う教員を育

成するため、令和７年度までに教育学

部・教職大学院を中心に、青森県教育

委員会等と連携してプログラム開発

を行うとともに、自己点検・評価を実

施し、内容・方法等について見直しを

行う。 

・上記プログラムに関連する科目を 

２科目以上開講（令和７年度） 

13 山形大学 

【5-2】教職課程の質保証 

教育分野において中核となって活躍できる人材を養成

するために、教員養成機構においては、予測不可能な未

来社会を自立的に生きるために役立つ情報活用能力の育

成や、教員のICT活用指導力の向上を目指した教育プログ

ラムを新たに展開し、ICT活用指導力を備えた教員を養成

する。また、教職課程の質向上のために、自己点検・評

価・改善のPDCAサイクルを毎年度実施する。 

さらに、学部間・大学間での教育連携を進め、教員養成

機能の向上に取り組む。 

【5-2】教職課程の質保証 

教育分野において中核となって活躍できる人材を養成

するために、教員養成委員会においては、予測不可能な

未来社会を自立的に生きるために役立つ情報活用能力の

育成や、教員のICT活用指導力の向上を目指した教育プロ

グラムを新たに展開し、ICT活用指導力を備えた教員を養

成する。また、教職課程の質向上のために、自己点検・

評価・改善のPDCAサイクルを毎年度実施する。 

さらに、学部間・大学間での教育連携を進め、教員養成

機能の向上に取り組む。 

20  埼玉大学 

【1-3】 

○多様性と包摂を尊重するダイバーシティ環境を地域

に根付かせるため、ダイバーシティを推進する体制を

強化し、埼玉県内のダイバーシティ推進のハブとなる

組織を構築するとともに、彩の国女性研究者ネットワ

ークを基盤とした埼玉県内の大学・企業・行政と協働

し、多様性や包摂に対する地域市民の意識向上のため

の中心的役割を果たす。 

【8-1】 

 ○分野を超えた目的志向型研究から得られる知見を

活かし、SDGｓ等の地球規模の課題、埼玉県をはじめと

する首都圏地域の自治体・企業・地域社会など多様な

ステークホルダーが抱える課題の解決に貢献する。こ

の目的のため、全学組織「社会変革研究センター（仮

評価指標 

 

【1-3-①】 

○ダイバーシティ推進センター（仮称）

HPでの発信内容の充実（県内イベント情

報の収集と発信）、開催イベントの参加

者数（第４期中期目標期間中、毎年度200

名以上を目指す。）及び満足度（上位２

段階までの評価の割合が90％以上を目

指す。） 

【1-3】 

○多様性と包摂を尊重するダイバーシティ環境を地域

に根付かせるため、ダイバーシティを推進する体制を

強化し、埼玉県内のダイバーシティ推進のハブとなる

組織を構築するとともに、彩の国女性研究者ネットワ

ークを基盤とした埼玉県内の大学・企業・行政と協働

し、多様性や包摂に対する地域市民の意識向上のため

の中心的役割を果たす。 

【8-1】 

 ○分野を超えた目的志向型研究から得られる知見を

活かし、SDGｓ等の地球規模の課題、埼玉県をはじめと

する首都圏地域の自治体・企業・地域社会など多様な

ステークホルダーが抱える課題の解決に貢献する。こ

の目的のため、全学組織「社会変革研究センター」を

評価指標 

 

【1-3-①】 

○ダイバーシティ推進センターHPでの

発信内容の充実（県内イベント情報の収

集と発信）、開催イベントの参加者数（第

４期中期目標期間中、毎年度200名以上

を目指す。）及び満足度（上位２段階ま

での評価の割合が90％以上を目指す。） 
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番
号 法人名 

変更内容 

変更前 変更案 

称）」を令和５年度に設置し、研究成果を社会に還元

する。 

評価指標 【8-1-①】 

○第４期中期目標期間最終年度または

プロジェクト設置期間終了時に実施す

る外部有識者を含む評価委員会による

評価の結果、社会変革研究センター（

仮称）に設置する各研究プロジェクト

で実施する研究の目的、目標及び目標

値の達成が認定されること。

（社会変革研究センター（仮称）に設置

する各研究プロジェクトは、地球規模の

課題、多様なステークホルダーが抱える

課題の解決を目指すことを的確に示す

研究目的、目標及び目標値をプロジェク

トごとに当該プロジェクト設置時に設

定し、すみやかにHP等で公開することと

し、これらが研究活動開始時に設定され

たものであることを担保することとす

る。）

令和５年度に設置し、研究成果を社会に還元する。 

評価指標 【8-1-①】 

○第４期中期目標期間最終年度または

プロジェクト設置期間終了時に実施す

る外部有識者を含む評価委員会による

評価の結果、社会変革研究センターに

設置する各研究プロジェクトで実施す

る研究の目的、目標及び目標値の達成

が認定されること。

（社会変革研究センターに設置する各

研究プロジェクトは、地球規模の課題、

多様なステークホルダーが抱える課題

の解決を目指すことを的確に示す研究

目的、目標及び目標値をプロジェクトご

とに当該プロジェクト設置時に設定し、

すみやかにHP等で公開することとし、こ

れらが研究活動開始時に設定されたも

のであることを担保することとする。） 

31 
横 浜 国 立 大
学 

(5)-1 学内外の共同研究や最先端研究等に、博士課程後

期の学生を主体的に参加させることにより、深い専門

性に加えて、異分野の研究者との協働等を通じて、研

究者としての幅広い素養を身に付けさせる。そのた

め、これらの研究活動に参画する学生に「ROSE（Res 

earch Opportunities for Students Excellence）（仮

称）」の称号を付与し、学内外での研究活動を支援す

る。 

評価指標 (5)-1-1 ROSE（仮称）認定学生による

一人あたり学術論文執筆数が、博士課程

後期学生の一人あたり学術論文執筆数

（分野の特性に基づき補正）を第4期中

期目標期間において平均で上回る。 

(5)-1 学内外の共同研究や最先端研究等に、博士課程後

期の学生を主体的に参加させることにより、深い専門

性に加えて、異分野の研究者との協働等を通じて、研

究者としての幅広い素養を身に付けさせる。そのた 

め、これらの研究活動に参画する学生に「ROSE（Res 

earch Opportunities for Students Excellence）」の

称号を付与し、学内外での研究活動を支援する。 

評価指標 (5)-1-1 ROSE認定学生による一人あた

り学術論文執筆数が、博士課程後期学生

の一人あたり学術論文執筆数（分野の特

性に基づき補正）を第4期中期目標期間

において平均で上回る。 

52 京都大学 

【23】 

産官学連携本部において、研究成果に基づき得られた

特許の利用促進や学内シーズに基づくベンチャー支援を

通じて研究成果の社会還元を促進することで、社会変革

を促すイノベーションに貢献する。【指定国構想】⑮ 

【27】 

個々の教員が民間企業との間で行う共同研究に加え、

「オープンイノベーション機構」等を通じて、本学と民

間企業等との間で締結される組織対組織の包括的な協定

に基づく共同研究を促進することで、大型共同研究を増

加させる。【指定国構想】⑱ 

【29】 

先端医療研究開発機構（iACT）を中心として、臨床研

究支援機能の充実・強化を図るとともに、産官学連携本

部と密に連携して、企業等と共同で、医学部附属病院が

有する次世代医療・iPS細胞治療研究センター（Ki-

CONNECT）の機能や、クリニカルバイオリソース（高品質

なヒト生体試料及び付随する関連診療情報）、医療リア

ルワールドデータ（臨床現場で得られる診療行為に基づ

く情報を集めた医療データ）などの様々なリソースを活

用した事業を展開する。これらにより、先進的な治験や

臨床研究の実施数増加、クリニカルバイオリソース及び

医療リアルワールドデータの利活用促進による積極的な

外部資金獲得を講じて、医学部附属病院の財務基盤強化

を進める。⑳

【39】

個々の教員が民間企業との間で行う共同研究に加え、

「オープンイノベーション機構」等を通じて、本学と民

【23】 

成長戦略本部において、研究成果に基づき得られた特

許の利用促進や学内シーズに基づくベンチャー支援を通

じて研究成果の社会還元を促進することで、社会変革を

促すイノベーションに貢献する。【指定国構想】⑮ 

【27】 

個々の教員が民間企業との間で行う共同研究に加え、

「成長戦略本部」等を通じて、本学と民間企業等との間

で締結される組織対組織の包括的な協定に基づく共同研

究を促進することで、大型共同研究を増加させる。【指

定国構想】⑱ 

【29】 

先端医療研究開発機構（iACT）を中心として、臨床研

究支援機能の充実・強化を図るとともに、成長戦略本部

と密に連携して、企業等と共同で、医学部附属病院が有

する次世代医療・iPS細胞治療研究センター（Ki-CONNECT

）の機能や、クリニカルバイオリソース（高品質なヒト

生体試料及び付随する関連診療情報）、医療リアルワー

ルドデータ（臨床現場で得られる診療行為に基づく情報

を集めた医療データ）などの様々なリソースを活用した

事業を展開する。これらにより、先進的な治験や臨床研

究の実施数増加、クリニカルバイオリソース及び医療リ

アルワールドデータの利活用促進による積極的な外部資

金獲得を講じて、医学部附属病院の財務基盤強化を進め

る。⑳

【39】

個々の教員が民間企業との間で行う共同研究に加え、

「成長戦略本部」等を通じて、本学と民間企業等との間
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番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

間企業等との間で締結される組織対組織の包括的な協定

に基づく共同研究を促進することで、大型共同研究を増

加させる。【指定国構想】㉓（再掲） 

で締結される組織対組織の包括的な協定に基づく共同研

究を促進することで、大型共同研究を増加させる。【指

定国構想】㉓（再掲） 

62 鳥取大学 

【２－２】教育研究におけるデジタルトランスフォーメ

ーション（ＤＸ）の推進及びデジタルキャンパスの実

現による教育の質と学修成果の向上を目指し、本学の

DX推進構想に基づき、教育ＤＸ推進計画を策定する。

教育支援・国際交流推進機構、情報基盤機構、附属図

書館及び各学部・研究科が連携し、デジタルコンテン

ツやデジタル技術の活用により授業改善に取り組む。

また、多様な学修者への対応や教室外の学修に利用し

やすい図書館施設及び学習支援環境の整備に取り組む

。 

総合的学生支援（Quality of College Life）の充実

を図るため、教育支援・国際交流推進機構が中心とな

り、学生が自らの目標に向けた学びと成長を実感しな

がら自分に最も適した学修が行える「LMS−eポートフォ

リオビルディングシステム」を全学部に導入し、入学

時から卒業時までの継続的な学びの結果である学修成

果の可視化と結果のフィードバックを行うとともに、

第三者評価や教育プログラムの見直し等に活用する。 

【１４－１】デジタル・キャンパスの構築、教職員の業

務見直し、デジタル技術等を取り入れた業務効率化等

を目指し、デジタルキャンパス推進委員会（仮称）で

策定した全学ＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）推進構想に基づく大学全体のＤＸ化に取り組むと

ともに、情報基盤機構と技術部の協働による技術支援

を受けつつ、既存業務システムの計画的最適化、学内

文書のペーパーレス化、テレワークに対応した業務シ

ステムの確立、電子決裁システムの導入や定型業務の

自動化に関する検討等に取り組む。 

情報コンプライアンス及び情報セキュリティの強化

に向けて、先進的な情報セキュリティシステムの整備

、鳥取大学情報セキュリティインシデント対応チーム

（TU-CSIRT）の活動、学内ネットワーク利用の資格審

査、e-Learning等を有効活用した情報セキュリティ教

育の充実等に取り組む。 

【２－２】教育研究におけるデジタルトランスフォーメ

ーション（ＤＸ）の推進及びデジタルキャンパスの実

現による教育の質と学修成果の向上を目指し、本学の

DX推進構想に基づき、教育ＤＸ推進計画を策定する。

教育支援・国際交流推進機構、情報戦略機構、附属図

書館及び各学部・研究科が連携し、デジタルコンテン

ツやデジタル技術の活用により授業改善に取り組む。

また、多様な学修者への対応や教室外の学修に利用し

やすい図書館施設及び学習支援環境の整備に取り組む

。 

総合的学生支援（Quality of College Life）の充実

を図るため、教育支援・国際交流推進機構が中心とな

り、学生が自らの目標に向けた学びと成長を実感しな

がら自分に最も適した学修が行える「LMS−eポートフォ

リオビルディングシステム」を全学部に導入し、入学

時から卒業時までの継続的な学びの結果である学修成

果の可視化と結果のフィードバックを行うとともに、

第三者評価や教育プログラムの見直し等に活用する。 

【１４－１】デジタル・キャンパスの構築、教職員の業

務見直し、デジタル技術等を取り入れた業務効率化等

を目指し、デジタルキャンパス推進委員会（仮称）で

策定した全学ＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）推進構想に基づく大学全体のＤＸ化に取り組むと

ともに、情報戦略機構と技術部の協働による技術支援

を受けつつ、既存業務システムの計画的最適化、学内

文書のペーパーレス化、テレワークに対応した業務シ

ステムの確立、電子決裁システムの導入や定型業務の

自動化に関する検討等に取り組む。 

情報コンプライアンス及び情報セキュリティの強化

に向けて、先進的な情報セキュリティシステムの整備

、鳥取大学情報セキュリティインシデント対応チーム

（TU-CSIRT）の活動、学内ネットワーク利用の資格審

査、e-Learning等を有効活用した情報セキュリティ教

育の充実等に取り組む。 

71 高知大学 

（10）-1 共同利用・共同研究拠点の「海洋コア総合研究

センター」において、国際深海科学掘削計画（IODP）

をはじめとする地球掘削科学ならびに異分野融合・萌

芽的研究など境界領域の研究に関連した共同利用・共

同研究を国内外の組織と連携して推進し、国際拠点機

能を強化する。【17】 

（10）-1 共同利用・共同研究拠点の「海洋コア国際研究

所」において、国際深海科学掘削計画（IODP）をはじ

めとする地球掘削科学ならびに異分野融合・萌芽的研

究など境界領域の研究に関連した共同利用・共同研究

を国内外の組織と連携して推進し、国際拠点機能を強

化する。【17】 

90 
情報・システ
ム研究機構 

P32(遺伝研) 

生物多様性条約の目的である「遺伝資源の取得の機会及

びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)」

の実効性を高めるために決められた国際的なルール 

である「名古屋議定書」を遵守するための国内組織とし

て、「日本ABSバイオリソースネットワーク（仮称）」を

設立する。また、海外における名古屋議定書の政府窓口

や、各国の国立研究機関とのネットワークを強化し、MoU

締結を進める。生物多様性条約締結国会議等において学

術コミュニティの意見を代表し、バイオリソースデータ

の取り扱いに関する意見発信等を行う。 

評価指標 

 

(1) 新しく「日本ABSバイオリソースネ

ットワーク（仮称）」を設立し、第４期

末までに30機関以上が加盟する運営体

制を構築する。 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) （略） 
 

P32(遺伝研) 

生物多様性条約の目的である「遺伝資源の取得の機会及

びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)」

の実効性を高めるために決められた国際的なルールであ

る「名古屋議定書」を遵守するための国内組織として、

「アジアABS学術フォーラム」を設立する。また、海外に

おける名古屋議定書の政府窓口や、各国の国立研究機関

とのネットワークを強化し、MoU締結を進める。生物多様

性条約締結国会議等において学術コミュニティの意見を

代表し、バイオリソースデータの取り扱いに関する意見

発信等を行う。 

評価指標 

 

(1) 新しく「アジアABS学術フォーラム

」を設立し、第４期末までに30機関以上

が加盟する運営体制を構築する。 

 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) （略） 
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・評価指標の目標値の確定に伴う変更 １法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

22 東京大学 

（2-2）【脱炭素の達成に向けた東京大学の取組と地域と

の協創】事業体としての東京大学の脱炭素（温室効果ガ

ス排出量実質ゼロ）の達成を目指す。具体的には、東京

大学の二酸化炭素実質排出量について、令和12（2030）

年度に平成18（2006）年度比で半減することを目指し、

ロードマップを策定するとともに、実現に必要な制度・

政策手段を明確にする。併せて、令和32（2050）年まで

に温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するための行動

を呼びかける国際キャンペーン「Race to Zero」に東京

大学として参加し、国際社会と協働する。これらの取組

を全学で着実に進めるために、教職協働組織としてのグ

リーントランスフォーメーション（GX）本部（仮称）を

創設する。さらに、国土の約0.1％を占める東京大学の

各キャンパス・施設が立地する自治体や市民、企業など、

地域総体と連携してGXに取り組み、脱炭素の実現に向け

た実行計画策定の支援など、GXに向けて協働する。併せ

て、GXに向けた地域連携の在り方について、他大学・他

地域が参照可能なモデルとして発信する。 

 
 

評価指標 

 

2-2-1.大学活動における二酸化炭素実質

排出量（令和12年度に平成18年度比で半

減。令和４年度中に第４期中期目標期間

最終年度までの具体的な削減目標を設

定） 

2-2-2.東京大学の脱炭素に向けた全学的

な取組状況（令和４年度にGX本部（仮

称）を設置し、東京大学の脱炭素に向け

た取組を全学的に推進するとともに、東

京大学の脱炭素に向けたロードマップを

策定する。令和４年度中に東京大学の二

酸化炭素排出量（Scope １、２、３）を

測定するデータ基盤を設計し、令和５年

度以降は、データ基盤の実装・改善とと

もに、測定結果に基づく排出削減状況の

点検、ロードマップの見直しを行う） 

2-2-3.GX実現に向けて東京大学が協働す

る自治体数 ７以上（第４期中期目標期間

中の合計） 

 

（2-2）【脱炭素の達成に向けた東京大学の取組と地域

との協創】事業体としての東京大学の脱炭素（温室効

果ガス排出量実質ゼロ）の達成を目指す。具体的には、

東京大学の二酸化炭素実質排出量（Scope １、２）に

ついて、令和12（2030）年度に平成25（2013）年度比

で半減することを目指し、ロードマップを策定すると

ともに、実現に必要な制度・政策手段を明確にする。

併せて、令和32（2050）年までに温室効果ガス排出量

実質ゼロを達成するための行動を呼びかける国際キ

ャンペーン「Race to Zero」に東京大学として参加し、

国際社会と協働する。これらの取組を全学で着実に進

めるために、教職協働組織としてのグリーントランス

フォーメーション（GX）本部（仮称）を創設する。さ

らに、国土の約0.1％を占める東京大学の各キャンパ

ス・施設が立地する自治体や市民、企業など、地域総

体と連携してGXに取り組み、脱炭素の実現に向けた実

行計画策定の支援など、GXに向けて協働する。併せて、

GXに向けた地域連携の在り方について、他大学・他地

域が参照可能なモデルとして発信する。【指定国構想】 
 

評価指標 

 

2-2-1.大学活動における二酸化炭素実

質排出量（Scope １、２）（令和12年

度に平成25年度比で半減。第４期中期

目標期間最終年度までに38%以上削減） 

 

2-2-2.東京大学の脱炭素に向けた全学

的な取組状況（令和４年度にGX本部

（仮称）を設置し、東京大学の脱炭素

に向けた取組を全学的に推進するとと

もに、東京大学の脱炭素に向けたロー

ドマップを策定する。令和４年度中に

東京大学の二酸化炭素排出量（Scope 

１、２、３）を測定するデータ基盤を

設計し、令和５年度以降は、データ基

盤の実装・改善とともに、測定結果に

基づく排出削減状況の点検、ロードマ

ップの見直しを行う） 

2-2-3.GX実現に向けて東京大学が協働

する自治体数 ７以上（第４期中期目標

期間中の合計） 
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・文言の訂正等その他の変更 ４法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

33 横浜国立大学 

(1)-1 人文系、社会系、理工系などの多様な学

術知・実践知を有する「知の統合型大学」と

して、「実践性」「先進性」「開放性」「国

際性」の理念（大学憲章）の下に、多様なス

テークホルダー（自治体、産業界、学校、市

民等）との共創により、横浜・神奈川を中心

とした地域や産業界の課題解決に取り組むと

ともに、地域の文化の発展にも寄与する。そ

のため、多様な専門性を有する教員の分野連

携の強みを生かして、地域の課題を発見・解

決するプラットフォームを構築し、自治体や

地域の産業、文化の発展を牽引する。 

 
 

評価指標 

 

(1)-1-1 地域課題への取り組

みや、地域の産業、文化の発展

を牽引する取り組みを行い、地

域の多様なステークホルダー

から、それらの取り組みが地域

に貢献しているとの評価を得

る。 

(1)-1 人文系、社会系、理工系などの多様な学

術知・実践知を有する「知の統合型大学」と

して、「実践性」「先進性」「開放性」「国

際性」「多様性」の理念（大学憲章）の下に

、多様なステークホルダー（自治体、産業界

、学校、市民等）との共創により、横浜・神

奈川を中心とした地域や産業界の課題解決に

取り組むとともに、地域の文化の発展にも寄

与する。そのため、多様な専門性を有する教

員の分野連携の強みを生かして、地域の課題

を発見・解決するプラットフォームを構築し

、自治体や地域の産業、文化の発展を牽引す

る。 
 

評価指標 

 

(1)-1-1 地域課題への取り組

みや、地域の産業、文化の発展

を牽引する取り組みを行い、地

域の多様なステークホルダー

から、それらの取り組みが地域

に貢献しているとの評価を得

る。 

 

 

 

・「横浜国立大学

憲章」を改定し、

新たな理念として

「多様性」を追加

したことに伴う変

更。 

63 島根大学 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

１ 社会との共創に関する目標を達成するため

の措置 

（１）-２ 島根県における地域連携プラットフ

ォームである「しまね産学官人材育成コンソ

ーシアム」において、県内における産業界、

自治体、高等教育機関が県内における産業や

人口動態等を検証、分析した上で県内高等教

育の将来像としての島根県版高等教育のグラ

ンドデザインを共有し、それを教育課程に反

映することにより地域貢献に携わる人材育成

と地域への若者定着を推進する。 
 

評価指標 

 

①「しまね産学官人材育成コ

ンソーシアム」で共有され

た県内高等教育の将来像が

教育課程に反映されてい

る。 

②令和９年度における県内企

業等事業所へのインターン

シップ参加学生数 220 人 

 

③令和９年度卒業生の県内就

職率（医学部医学科を除く学

部学生対象） 34％ 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

１ 社会との共創に関する目標を達成するため

の措置 

（１）-２ 島根県における地域連携プラットフ

ォームである「しまね産学官人材育成コンソ

ーシアム」において、県内における産業界、

自治体、高等教育機関が県内における産業や

人口動態等を検証、分析した上で県内高等教

育の将来像としての島根県版高等教育のグラ

ンドデザインを共有し、それを教育課程に反

映することにより地域貢献に携わる人材育成

と地域への若者定着を推進する。 
 

評価指標 

 

①「しまね産学官人材育成コ

ンソーシアム」で共有され

た県内高等教育の将来像が

教育課程に反映されてい

る。 

②令和９年度における県内企

業等事業所へのインターン

シップ等（タイプ１～４）

参加学生数 220人 

③令和９年度卒業生の県内就

職率（医学部医学科を除く学

部学生対象） 34％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「インターンシ

ップの推進に当た

っての基本的考え

方」の改正を踏ま

え、本指標におけ

る定義を明確にす

るため。 
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番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

68 鳴門教育大学 

【Ⅰ-２-⑩-(2)】 

【水準】 

Society5.0時代にふさわしい「学び続ける教員」

の養成を実現する。 

【方策】 

新社会を担う教員の資質能力に関する新たな教

員養成スタンダード及びそれに応じたルーブリ

ックを開発し、これに基づき統合的LMS（「学修

省察支援システム（NICES）」、「教学支援シス

テム」、「教育実習事前自己診断システム（N-

CBT）」、「教育実習支援システム」の４システ

ムのデジタルデータの統合による学修可視化シ

ステムの開発・運用）により、教師としての基

盤的能力とともに学生個々の教師としての特長

を確認、伸長する教員養成教育を推進する。 

 

 

 

 

【Ⅰ-４-⑲-(1)】 

【水準】 

本学と附属学校園が共同開発した先導的教育モ

デルや実践プログラムが徳島県内外の学校園に

おいて参照されている。 

【方策】 

本学と附属学校園が、教育委員会・地域防災関

係機関等と連携し、共生社会の実現に向けたイ

ンクルーシブ教育（Inclusive)、フェーズフリ

ーの防災意識や主権者意識を育むシティズンシ

ップ教育（Citizenship)を有機的に関連させた

先導的 STEAM 教育として「 STEAMIC 教育」

（ STEAMIC ： STEAM for Inclusive and 

Citizenship）モデルを構築し、実践プログラム

を開発して、広くその成果を発信する。 
 

評価指標 

 

<01> 教員養成学修可視化シス

テムを活用した、自己伸長型教

員養成指導方策の開発と運用 

評価指標 

 

<01>STEAMIC教育の実践数：附

属小学校及び附属中学校

における年間総学習時間

の３%相当（毎年度の達

成値） 

 

<02>公開授業、研究発表会等に

より、STEAMIC教育の実践

研究に関するコンテンツ

を提供する人数：延べ

4,000人（第４期中の合計

値） 

【Ⅰ-２-⑩-(2)】 

【水準】 

Society5.0時代にふさわしい「学び続ける教員」

の養成を実現する。 

【方策】 

新社会を担う教員の資質能力に関する新たな指

針を制定し、これに基づき統合的LMS（学修経過・

成果に係る定量的・定性的なデジタルデータの

統合による学修可視化システムの開発・運用）

により、教師としての基盤的能力とともに学生

個々の教師としての特長を確認、伸長する教員

養成教育を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅰ-４-⑲-(1)】 

【水準】 

本学と附属学校園が共同開発した先導的教育モ

デルや実践プログラムが徳島県内外の学校園に

おいて参照されている。 

【方策】 

本学と附属学校園が、教育委員会・地域防災関

係機関等と連携し、共生社会の実現に向けたイ

ンクルーシブ教育（Inclusive)、フェーズフリ

ーの防災意識や主権者意識を育むシティズンシ

ップ教育（Citizenship)を有機的に関連させた

先導的 STEAM 教育として「 STEAMIC 教育」

（ STEAMIC ： STEAM for Inclusive and 

Citizenship）モデルを構築し、実践プログラム

を開発して、広くその成果を発信する。 
 

評価指標 

 

<01> 教員養成学修可視化シス

テムを活用した、自己伸長型教

員養成指導方策の開発と運用 

評価指標 

 

<01>STEAMIC教育の実践数：附

属小学校及び附属中学校

における年間総学習時間

の３%相当（実践プログラ

ム開発完了後の令和６年

度から毎年度の達成値） 

<02>公開授業、研究発表会等に

より、STEAMIC教育の実践

研究に関するコンテンツ

を提供する人数：延べ

4,000人（第４期中の合計

値） 

 

・計画の進捗によ

り、セルフデザイ

ン型学修の実現に

向け、大学が要求

する能力の評価規

準（スタンダー

ド）への到達度等

を管理する方法

（ポートレート）

を見直し、新た

に、学生が自らの

学びをデザインす

るための指針（パ

ースペクティブ）

を制定したため 

また、一元的な学

修可視化システム

として統合するシ

ステム・データの

見直しを行ったた

め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和４～５年度

はSTEAMIC教育実

践プログラム開発

期と位置付け、令

和６年度以降の「

毎年度の達成値」

を指標として策定

したが、令和４～

５年度も対象に含

むと誤解が生じる

恐れがあるため 
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番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

75 佐賀大学 

（４－１）学校教育を先導し、中核となって活

躍できる学校教員を養成するため、佐賀地域

において必要とされる「特別支援教育」及び

「通常学級における発達障害児」に対応でき

る実践力を養う授業科目を、既存の必修科目

に加えて新設し、教育学部生全員の必修科目

とする。教育実習、教職実践演習についても

現存の特別支援教育の要素を追加する。 

また、小学校教科担任制や小中一貫校・

義務教育学校に対応できるように、「幼小

連携教育」や「小中連携教育」を実践し、

教育学部生全員が小学校教員免許を含む複

数教員免許を取得することを卒業要件とす

る。 

 

（１２－２）業務全般の継続性が確保されたデ

ジタル・キャンパスの実現を目指し、AIや

RPAなどのデジタル技術を活用して、運営事

務の効率化を推進する。 
 

評価指標 

 

（４－１①）教育学部学生全

員に対し特別支援教育及び

通常学級における発達障害

児対応に関する新設授業科

目を必修とし、特別支援教

育の要素を加えた教育実習

と教職実践演習を必修とし

ていること（令和７年度） 

（４－１②）教育学部卒業生全

員が小学校教員免許を含む

複数免許を取得しているこ

と（令和７年度） 

評価指標 

 

（１２－２①）AIやRPAなどを

活用した事務改善事例 30件

以上 

（１２－２②）学生・教職員向

け事務手続きのオンライン

化事例 20件以上 

（４－１）学校教育を先導し、中核となって活

躍できる学校教員を養成するため、佐賀地域

において必要とされる「特別支援教育」及び

「通常学級における発達障害児」に対応でき

る実践力を養う授業科目を、既存の必修科目

に加えて新設し、教育学部生全員の必修科目

とする。教育実習、教職実践演習についても

現存の特別支援教育の要素を追加する。 

また、小学校教科担任制や小中一貫校・

義務教育学校に対応できるように、「幼小

連携教育」や「小中連携教育」を実践し、

教育学部生全員が小学校教員免許を含む複

数教員免許を取得することを卒業要件とす

る。 

 

（１２－２）業務全般の継続性が確保されたデ

ジタル・キャンパスの実現を目指し、AIや

RPAなどのデジタル技術を活用して、運営事

務の効率化を推進する。 
 

評価指標 

 

（４－１①）教育学部におい

て特別支援教育及び通常学

級における発達障害児対応

に関する新設授業科目並び

に特別支援教育の要素を加

えた教育実習と教職実践演

習を必修としていること（

令和７年度） 

（４－１②）教育学部卒業生全

員が小学校教員免許を含む

複数免許を取得しているこ

と（令和７年度） 

評価指標 

 

（１２－２①）AIやRPAなどの

デジタル技術を活用した事

務改善事例 30件以上 

（１２－２②）学生・教職員

向け事務手続きのオンライ

ン化事例 20件以上 

・（４－１①）・

令和５年度の教育

学部入学生より、

特別支援教育及び

通常学級における

発達障害児対応に

関する新設授業科

目を必修化とする

カリキュラムに改

定し、令和５年度

の入学生が３年生

になる令和７年度

より当該科目を開

講するという指標

を策定したが、教

育学部学生全員と

することで令和４

年度以前に入学し

た旧カリキュラム

適用の学生までも

新設授業科目を必

修化とするように

誤解を生じる恐れ

のある表記である

ため。 

 

 

 

・（１２－２①）

中期計画と評価指

標の文言を統一 
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＜中期計画別表の変更＞ 

○ 教育研究組織の設置等に伴う変更 ４５法人 

・教育研究組織の設置・改組に伴う変更 ４４法人 

番
号 

法
人
名 

現行 変更案 

01 

北
海
道
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

工学部 2,700人 

（略） 

 

（収容定員の総数） 

10,480人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

工学部 2,900人 

（略） 

 

（収容定員の総数） 

10,680 人 
 

03 

室
蘭
工
業
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

理工学部   ２，４８０人 

工学部（H31募集停止）０人 

 

（収容定員の総数） 

２，４８０人 

研究科等 

工学研究科    ４９３人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 ４４８人 

博士後期課程       ４５人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

理工学部   ２，４８０人 

    （削除） 

 

（収容定員の総数） 

２，４８０人 

研究科等 

工学研究科    ５２３人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 ４７８人 

博士後期課程       ４５人 
 

08 

弘
前
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

人文社会科学研究科       32 人 

教育学研究科          36 人 

医学研究科           240 人 

保健学研究科          96 人 

理工学研究科         276 人 

農学生命科学研究科      100 人 

地域社会研究科           18 人 

地域共創科学研究科       60 人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程  492 人 

博士後期課程         90 人 

一貫制博士課程      240 人 

専門職学位課程       36 人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

人文社会科学研究科       32 人 

教育学研究科          36 人 

医学研究科           240 人 

保健学研究科          108 人 

理工学研究科         276 人 

農学生命科学研究科      100 人 

地域社会研究科           18 人 

地域共創科学研究科       60 人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程  504 人 

博士後期課程         90 人 

一貫制博士課程      240 人 

専門職学位課程       36 人 
 

10 

東
北
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部        840人 

教育学部       280人 

法学部        640人 

経済学部      1,080人 

理学部       1,296人 

医学部       1,228人 

歯学部        318人 

薬学部        360人 

工学部       3,240人 

農学部        600人 

（収容定員の総数） 

9,882人 

研究科等 

文学研究科      292人 

教育学研究科     135人 

法学研究科      266人 

経済学研究科     242人 

理学研究科      914人 

医学系研究科     767人 

歯学研究科      184人 

薬学研究科      178人 

工学研究科     1,794人 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部        840人 

教育学部       280人 

法学部        640人 

経済学部      1,080人 

理学部       1,296人 

医学部       1,239人 

歯学部        318人 

薬学部        360人 

工学部       3,400人 

農学部        600人 

（収容定員の総数） 

10,053人 

研究科等 

文学研究科      292人 

教育学研究科     135人 

法学研究科      266人 

経済学研究科     242人 

理学研究科      914人 

医学系研究科     767人 

歯学研究科      184人 

薬学研究科      178人 

工学研究科     1,854人 
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番
号 

法
人
名 

現行 変更案 

農学研究科      361人 

国際文化研究科    118人 

情報科学研究科    406人 

生命科学研究科    302人 

環境科学研究科    299人 

医工学研究科     114人 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 3,602人 

博士後期課程 1,776人 

一貫制博士課程 704人 

専門職学位課程 290人 
 

農学研究科      361人 

国際文化研究科    118人 

情報科学研究科    466人 

生命科学研究科    302人 

環境科学研究科    299人 

医工学研究科     114人 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 3,722人 

博士後期課程 1,776人 

一貫制博士課程 704人 

専門職学位課程 290人 
 

13 

山
形
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文社会科学部  １，２００人 

地域教育文化学部   ７００人 

理学部        ８４０人 

医学部        ８９６人 

工学部      ２，６００人 

農学部        ６６０人 

 

（収容定員の総数） 

６，８９６人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文社会科学部  １，２００人 

地域教育文化学部   ７００人 

理学部        ８４０人 

医学部        ９０４人 

工学部      ２，６００人 

農学部        ６６０人 

 

（収容定員の総数） 

６，９０４人 
 

15 

茨
城
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文社会科学部 1,440人 

教育学部    1,100人 

理学部      828人（編入8人を含む） 

工学部     2,220人（編入40人を含む） 

 

農学部      660人（編入20人を含む） 

 

 

 

（収容定員の総数） 

6,248人 

 

 

研究科等 

人文社会科学研究科  62人 

教育学研究科     86人 

理工学研究科     810人 

農学研究科      96人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 854人 

博士後期課程  114人 

専門職学位課程 86人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部及び

学部等連

係課程実

施基本組

織 

人文社会科学部 1,504人【内64人】 

教育学部    1,100人 

理学部      828人（編入8人を含む） 

工学部     2,124人（編入40人を含む） 

            【内64人】 

農学部      692人（編入20人を含む） 

【内 32人】 

地域未来共創学環 【160人】 

 

（収容定員の総数） 

6,248人 

【内 人】は、学部等連係課程実施基本組織に活

用する収容定員を示す。 

研究科等 

人文社会科学研究科  62人 

教育学研究科     86人 

理工学研究科     890人 

農学研究科      96人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 934人 

博士後期課程  114人 

専門職学位課程 86人 
 

16  

筑
波
大
学 

別表１ 学群、学術院（研究科含む）及び収容定員 

学群 

人文・文化学群          ９６０人 

社会・国際学群          ６６０人 

人間学群             ４８０人 

生命環境学群         １，０２０人 

理工学群           ２，１００人 

情報学群             ９８０人 

医学群            １，１３９人 

体育専門学群           ９６０人 

芸術専門学群           ４００人 

 

 

（収容定員の総数） 

８，６９９人 

別表１ 学群、学術院及び収容定員 

学群 

人文・文化学群          ９６０人 

社会・国際学群          ６６０人 

人間学群             ４８０人 

生命環境学群         １，０２０人 

理工学群           ２，１００人 

情報学群             ９８０人 

医学群            １，１７５人 

体育専門学群           ９６０人 

芸術専門学群           ４００人 

学際サイエンス・デザイン専門学群 １６０人 

 

（収容定員の総数） 

８，８９５人 
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番
号 

法
人
名 

現行 変更案 

学術院 

（研究科

含む） 

人文社会ビジネス科学学術院    ８３３人 

理工情報生命学術院      ２，９８８人 

人間総合科学学術院      １，９７０人 

人文社会科学研究科（Ｒ２募集停止）  ０人 

生命環境科学研究科（Ｒ２募集停止）  ０人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程    ３，６３０人 

博士後期課程         １，５９３人 

一貫制博士課程          ４００人 

専門職学位課程          １６８人 
 

学術院 

人文社会ビジネス科学学術院    ８３３人 

理工情報生命学術院      ３，１２６人 

人間総合科学学術院      ２，０１２人 

（削除） 

（削除） 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程    ３，８１０人 

博士後期課程         １，５９３人 

一貫制博士課程          ４００人 

専門職学位課程          １６８人 
 

18 

宇
都
宮
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 

地域デザイン科学部    572人 

国際学部         380人 

共同教育学部       680人 

工学部         1,312人 

農学部          816人 

 

（収容定員の総数） 

3,760人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

データサイエンス経営学部 226人 

地域デザイン科学部    536人 

国際学部         356人 

共同教育学部       680人 

工学部         1,212人 

農学部          750人 

 

（収容定員の総数） 

3,760人 
 

19 

群
馬
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

共同教育学部         760 人 

教育学部（Ｒ２募集停止）   28 人 

情報学部          700 人 

社会情報学部（Ｒ３募集停止） 0 人 

医学部          1,383 人 

理工学部         1,926 人 

 

（収容定員の総数）    4,769 人 

研究科等 

教育学研究科   40 人 

 

社会情報学研究科 28 人 

 

医学系研究科   258 人 

 

保健学研究科   130 人 

理工学府     717 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程  758 人 

博士後期課程       147 人 

一貫制博士課程      228 人 

専門職学位課程       40 人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

共同教育学部      760 人 

【削除】 

情報学部        700 人 

【削除】 

医学部        1,383 人 

理工学部       1,926 人 

 

（収容定員の総数）  4,769 人 

研究科等 

教育学研究科   40 人 

情報学研究科  120 人 

社会情報学研究科（Ｒ６募集停止） 0 人 

医学系研究科  258 人（【6 人】※１） 

（【6 人】※２） 

保健学研究科  130 人（【4 人】※１） 

理工学府    625 人（【4 人】※２） 

パブリックヘルス学環  【10 人】 

医理工レギュラトリーサイエンス学環 

            【10 人】 

※１：パブリックヘルス学環の内数とする収容定

員数 

※２：医理工レギュラトリーサイエンス学環の内

数とする収容定員数 

注：【】は、研究科等連係課程実施基本組織に活用

する収容定員を示す。 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程  758 人 

博士後期課程       147 人 

一貫制博士課程      228 人 

専門職学位課程       40 人 
 

21 

千
葉
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

国際教養学部          360人 

文学部             700人 

法政経学部          1,480人 

教育学部           1,560人 

理学部             800人 

工学部            2,600人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

国際教養学部         360人 

文学部            700人 

法政経学部         1,440人 

教育学部          1,520人 

理学部            800人 

工学部           2,264人 

情報・データサイエンス学部  416人 
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園芸学部            760人 

医学部             634人 

薬学部             460人 

看護学部            320人 

 

（収容定員の総数） 

9,674人 

研究科等 

人文公共学府      141人 

専門法務研究科      120人 

教育学研究科      158人 

融合理工学府     1,561人 

 

園芸学研究科      334人 

医学薬学府       831人 

看護学研究科      125人 

総合国際学位プログラム【10人】 

（連携協力研究科等である人文公共学府の内数） 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 1,986人 

博士後期課程  492人 

一貫制博士課程 632人 

専門職学位課程 160人 
 

園芸学部                   760人 

医学部                    651人 

薬学部                    460人 

看護学部                   320人 

 

（収容定員の総数） 

9,691人 

研究科等 

人文公共学府             141人 

専門法務研究科             120人 

教育学研究科             158人 

融合理工学府            1,543人 

情報・データサイエンス学府     30人 

園芸学研究科             334人 

医学薬学府              831人 

看護学研究科             125人 

総合国際学位プログラム【10人】 

（連携協力研究科等である人文公共学府の内数） 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 1,986人 

博士後期課程  504人 

一貫制博士課程 632人 

専門職学位課程 160人 
 

22 

東
京
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法学部  1,600人 

医学部   812人 

工学部  3,772人 

文学部  1,420人 

理学部  1,120人 

農学部  1,220人 

経済学部 1,360人 

教養学部  560人 

教育学部  380人 

薬学部   336人 

 

（収容定員の総数） 

12,580人 

研究科等 

人文社会系研究科     710人 

教育学研究科       323人 

法学政治学研究科     850人 

経済学研究科       325人 

総合文化研究科     1,051人 

理学系研究科      1,461人 

工学系研究科      2,189人 

農学生命科学研究科   1,067人 

医学系研究科      1,134人 

薬学系研究科       390人 

数理科学研究科      202人 

新領域創成科学研究科  1,221人 

情報理工学系研究科    732人 

学際情報学府       332人 

公共政策学教育部     294人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 5,856人 

博士後期課程      4,458人 

一貫制博士課程      932人 

専門職学位課程     1,035人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法学部  1,600人 

医学部   814人 

工学部  3,772人 

文学部  1,420人 

理学部  1,120人 

農学部  1,220人 

経済学部 1,360人 

教養学部  560人 

教育学部  380人 

薬学部   336人 

 

（収容定員の総数） 

12,582人 

研究科等 

人文社会系研究科     710人 

教育学研究科       323人 

法学政治学研究科     850人 

経済学研究科       325人 

総合文化研究科     1,051人 

理学系研究科      1,461人 

工学系研究科      2,189人 

農学生命科学研究科   1,067人 

医学系研究科      1,134人 

薬学系研究科       390人 

数理科学研究科      202人 

新領域創成科学研究科  1,221人 

情報理工学系研究科    816人 

学際情報学府       332人 

公共政策学教育部     294人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 5,940人 

博士後期課程      4,458人 

一貫制博士課程      932人 

専門職学位課程     1,035人 
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23 

東
京
医
科
歯
科
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 926人 

歯学部 461人 

 

（収容定員の総数） 

1,387人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 942人 

歯学部 461人 

 

（収容定員の総数） 

1,403 人 
 

28 

東
京
工
業
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

理学院 604人 

工学院 1,450人 

物質理工学院 742人 

情報理工学院 372人 

生命理工学院 620人 

環境・社会理工学院 544人 

 

（収容定員の総数） 

4,332人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

理学院 604人 

工学院 1,450人 

物質理工学院 742人 

情報理工学院 532人 

生命理工学院 620人 

環境・社会理工学院 544人 

 

（収容定員の総数） 

4,492 人 
 

30 

お
茶
の
水
女
子
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文教育学部   828人 

理学部     520人 

生活科学部   520人 

 

 

（収容定員の総数） 

1,868人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文教育学部   760人 

理学部     500人 

生活科学部   418人 

共創工学部   190人 

 

（収容定員の総数） 

1,868 人 
 

31 

電
気
通
信
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 情報理工学域       ２，９４４人 

研究科等 

情報理工学研究科     １，１９７人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 １，０２０人 

博士後期課程        １７７人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 情報理工学域       ３，０６４人 

研究科等 

情報理工学研究科     １，２１７人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 １，０４０人 

博士後期課程        １７７人 
 

34 

新
潟
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文学部        852人 

教育学部        720人 

法学部         690人 

経済科学部      1,420人 

理学部         820人 

医学部        1,353人 

歯学部         357人 

工学部        2,160人 

農学部         720人 

創生学部        260人 

 

（収容定員の総数） 

9,352人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文学部        852人 

教育学部        720人 

法学部         690人 

経済科学部      1,420人 

理学部         820人 

医学部         1,393人 

歯学部         357人 

工学部        2,160人 

農学部         720人 

創生学部        260人 

 

（収容定員の総数） 

9,392 人 
 

37 

富
山
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文学部     766人 

教育学部     340人 

経済学部    1,480人 

理学部      780人 

医学部      995人 

薬学部      560人 

工学部     1,554人 

芸術文化学部   440人 

都市デザイン学部 642人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文学部          766人 

教育学部     340人 

経済学部    1,360人 

理学部      840人 

医学部      995人 

薬学部      560人 

工学部     1,614人 

芸術文化学部   440人 

都市デザイン学部 642人 
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（収容定員の総数） 

7,557人 

研究科等 

人文社会芸術総合研究科 92人【16人】※１ 

総合医薬学研究科    132人【16人】※２ 

 

 

 

 

理工学研究科      576人【20人】※１ 

【58人】※２ 

 

 

 

持続可能社会創成学環 【36人】 

医薬理工学環     【74人】 

 

 

生命融合科学教育部   60人 

医学薬学教育部     149人 

理工学教育部      48人 

教職実践開発研究科   28人 

 

※１：持続可能社会創成学環の内数とする収容定

員数 

※２：医薬理工学環の内数とする収容定員数 

 

注：【】は，研究科等連係課程実施基本組織に活

用する収容定員を示す。 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 800人 

博士後期課程       105人 

一貫制博士課程     152人 

専門職学位課程      28人 
 

（収容定員の総数） 

7,557人 

研究科等 

人文社会芸術総合研究科 92人【16人】※１ 

総合医薬学研究科   316人【37人】※２ 

うち修士課程・博士前期課程 

  132人【16人】※２ 

うち博士後期課程   48人【21人】※２ 

うち博士課程    136人 

理工学研究科      711人【20人】※１ 

【73人】※２ 

うち博士前期課程  624人【20人】※１ 

【58人】※２ 

うち博士後期課程   87人【15人】※２ 

持続可能社会創成学環 【36人】 

医薬理工学環    【110人】 

うち博士前期課程  【74人】 

うち博士後期課程  【36人】 

生命融合科学教育部   0人(R6募集停止) 

医学薬学教育部     0人(R6募集停止) 

理工学教育部      0人(R6募集停止) 

教職実践開発研究科   28人 

 

※１：持続可能社会創成学環の内数とする収容定

員数 

※２：医薬理工学環の内数とする収容定員数 

 

注：【】は，研究科等連係課程実施基本組織に活

用する収容定員を示す。 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 848人 

博士後期課程       135人 

一貫制博士課程     136人 

専門職学位課程      28人 
 

38 

金
沢
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学域 

融合学域    500人 

人間社会学域 2,672人 

理工学域   2,396人 

医薬保健学域 1,887人 

 

（収容定員の総数） 

7,455人 

大学院 

人間社会環境研究科   142人 

自然科学研究科    1,209人 

医薬保健学総合研究科  626人 

先進予防医学研究科    48人 

新学術創成研究科    100人 

法学研究科              61人 

教職実践研究科          30人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 1,308人 

博士後期課程       513人 

一貫制博士課程      320人 

専門職学位課程       75人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学域 

融合学域    780人 

人間社会学域 2,672人 

理工学域   2,556人 

医薬保健学域 1,899人 

 

（収容定員の総数） 

7,907人 

大学院 

人間社会環境研究科   142人 

自然科学研究科    1,260人 

医薬保健学総合研究科  626人 

先進予防医学研究科    48人 

新学術創成研究科    124人 

法学研究科              61人 

教職実践研究科          30人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 1,320人 

博士後期課程       576人 

一貫制博士課程      320人 

専門職学位課程       75人 
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39 

福
井
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教

職開発研究科        120人 

 

 

医学系研究科        124人 

工学研究科         572人 

国際地域マネジメント研究科 14人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程    530人 

博士後期課程          66人 

一貫制博士課程        100人 

専門職学位課程        134人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合

教職開発研究科              0人（R6募集停止） 

福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合

教職開発研究科             120人 

医学系研究科        124人 

工学研究科         614人 

国際地域マネジメント研究科 14人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程   572人 

博士後期課程          66人 

一貫制博士課程        100人 

専門職学位課程        134人 
 

40 

山
梨
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         480 人   

医学部          910 人  

工学部         1,500 人 

生命環境学部       620 人   

 

（収容定員の総数） 

3,510人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         480 人   

医学部          930 人  

工学部         1,500 人 

生命環境学部       620 人   

 

（収容定員の総数） 

3,530人 
 

41 

信
州
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

総合人文社会科学研究科 72人 

教育学研究科      60人 

総合理工学研究科   1,178人 

医学系研究科      64人 

総合医理工学研究科   355人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 1,314人 

博士後期課程       147人 

一貫制博士課程      208人 

専門職学位課程       60人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

総合人文社会科学研究科 60人 

教育学研究科      60人 

総合理工学研究科   1,238人 

医学系研究科      64人 

総合医理工学研究科   355人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 1,362人 

博士後期課程       147人 

一貫制博士課程      208人 

専門職学位課程       60人 
 

44 

浜
松
医
科
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 915 人       

  

（収容定員の総数） 

 915 人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 930 人       

  

（収容定員の総数） 

 930 人 
 

47 

名
古
屋
工
業
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

工学研究科 １，４８８人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 １，３６２人 

博士後期課程        １２６人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

工学研究科 １，５００人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 １，３６２人 

博士後期課程        １３８人 
 

49 

三
重
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

医学部   1,010人 

（略） 

 

（収容定員の総数） 

 5,570 人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

医学部   1,030人 

（略） 

 

（収容定員の総数） 

 5,590 人 
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50 

滋
賀
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

教育学研究科 ７０人 

経済学研究科 ７３人 

データサイエンス研究科 ８９人 

 

（収容定員の総数） 

博士前期課程 １４４人 

博士後期課程  １８人 

専門職学位課程 ７０人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

教育学研究科 ７０人 

経済学研究科 ７３人 

データサイエンス研究科 １０９人 

 

（収容定員の総数） 

博士前期課程 １６４人 

博士後期課程  １８人 

専門職学位課程 ７０人 
 

51 

滋
賀
医
科
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 865人 

 

（収容定員の総数） 

865人 

研究科等 

医学系研究科 152人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程  32人 

博士課程 120人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 870人 

 

（収容定員の総数） 

870人 

研究科等 

医学系研究科 161人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程  32人 

博士課程 129人 
 

55 

大
阪
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部           ６６０人 

人間科学部         ５６８人 

外国語学部       ２，３４０人 

法学部         １，０２０人 

経済学部          ９００人 

理学部         １，０２０人 

医学部         １，２６７人 

歯学部           ３１８人 

薬学部           ４８０人 

工学部         ３，３０４人 

基礎工学部       １，７５６人 

 

（収容定員の総数）  １３，６３３人 

研究科等 

人文学研究科         ５１７人 

文学研究科（R４募集停止）     ０人 

人間科学研究科        ３０４人 

法学研究科          １０６人 

経済学研究科         ２４１人 

理学研究科          ９１０人 

医学系研究科         ９５９人 

歯学研究科          １６０人 

薬学研究科          １３０人 

工学研究科        ２，１７４人 

基礎工学研究科        ７４４人 

言語文化研究科（R４募集停止）   ０人 

国際公共政策研究科      １３３人 

情報科学研究科        ４４９人 

生命機能研究科        ２７５人 

高等司法研究科        ２４０人 

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学

・福井大学連合小児発達学研究科 ４５人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 ４，０４６人 

博士後期課程      １，９３８人 

一貫制博士課程     １，１６３人 

専門職学位課程       ２４０人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部           ６６０人 

人間科学部         ５６８人 

外国語学部       ２，３４０人 

法学部         １，０２０人 

経済学部          ９００人 

理学部         １，０２０人 

医学部         １，２６９人 

歯学部           ３１８人 

薬学部           ４８０人 

工学部         ３，３０４人 

基礎工学部       １，７５６人 

 

（収容定員の総数）  １３，６３５人 

研究科等 

人文学研究科         ５１７人 

（削除） 

人間科学研究科        ３０４人 

法学研究科          １０６人 

経済学研究科         ２４１人 

理学研究科          ９１０人 

医学系研究科         ９５９人 

歯学研究科          １６０人 

薬学研究科          １３０人 

工学研究科        ２，１７４人 

基礎工学研究科        ７４４人 

（削除） 

国際公共政策研究科      １３３人 

情報科学研究科        ４４９人 

生命機能研究科        ２７５人 

高等司法研究科        ２４０人 

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学

・福井大学連合小児発達学研究科 ７５人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 ４，０７６人 

博士後期課程      １，９３８人 

一貫制博士課程     １，１６３人 

専門職学位課程       ２４０人 
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58 

神
戸
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部            ４００人 

国際人間科学部      １，５００人 

法学部            ７６０人 

経済学部         １，１２０人 

経営学部         １，０８０人 

理学部            ６６２人 

医学部          １，３３７人 

工学部          ２，３００人 

農学部            ６６０人 

海事科学部（Ｒ３募集停止）    ０人 

海洋政策科学部        ８２０人 

 

（収容定員の総数） 

 １０，６３９人 

研究科等 

人文学研究科         １４８人     

国際文化学研究科       １３９人    

人間発達環境学研究科     ２２９人     

法学研究科          ３６８人     

経済学研究科         ２２６人     

経営学研究科         ３３６人     

理学研究科          ３２５人     

医学研究科          ５０４人     

保健学研究科         ２０３人     

工学研究科          ７５８人     

システム情報学研究科     １９６人     

農学研究科          ３０９人     

海事科学研究科        １８３人     

国際協力研究科        ２０９人     

科学技術イノベーション研究科 １１０人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 ２，５５６人 

 博士後期課程        ９０９人 

 一貫制博士課程       ４００人 

 専門職学位課程       ３７８人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部            ４００人 

国際人間科学部      １，５００人 

法学部            ７６０人 

経済学部         １，１２０人 

経営学部         １，０８０人 

理学部            ６６２人 

医学部          １，３３７人 

工学部          ２，３００人 

農学部            ６６０人 

（削除） 

海洋政策科学部        ８２０人 

 

（収容定員の総数） 

 １０，６３９人 

研究科等 

人文学研究科         １４８人     

国際文化学研究科       １３９人    

人間発達環境学研究科     ２２９人     

法学研究科          ３６８人     

経済学研究科         ２２６人     

経営学研究科         ３３６人     

理学研究科          ３２５人     

医学研究科          ５８４人     

保健学研究科         ２３３人     

工学研究科          ７５８人     

システム情報学研究科     ２２６人     

農学研究科          ３０９人     

海事科学研究科        １８３人     

国際協力研究科        ２０９人     

科学技術イノベーション研究科 １１０人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 ２，６１６人 

 博士後期課程        ９０９人 

 一貫制博士課程       ４８０人 

 専門職学位課程       ３７８人 
 

62 

鳥
取
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

地域学部    ６８０人 

医学部   １，１９４人 

工学部   １，８００人 

農学部   １，０９０人 

（収容定員の総数） 

      ４，７６４人  
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

地域学部    ６８０人 

医学部   １，２１９人 

工学部   １，８００人 

農学部   １，０９０人 

（収容定員の総数） 

      ４，７８９人  
 

63 

島
根
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法文学部 720人 

教育学部 520人 

人間科学部 320人 

医学部 849人 

総合理工学部 1,504人 

材料エネルギー学部 330人 

生物資源科学部 830人 

 

（収容定員の総数） 

5,073人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法文学部 720人 

教育学部 520人 

人間科学部 320人 

医学部 861人 

総合理工学部 1,504人 

材料エネルギー学部 330人 

生物資源科学部 830人 

 

（収容定員の総数） 

5,085人 
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64 

岡
山
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

医学部        １，２８６人 

（略） 

工学部        ２，５００人 

 

（収容定員の総数） 

９，２９９人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

医学部        １，２９５人 

（略） 

工学部        ２，６２０人 

 

（収容定員の総数） 

９，４２８人 
 

65 

広
島
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

医学部 1,136人 

（略） 

 

（収容定員の総数） 

10,070人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

医学部 1,149人 

（略） 

 

（収容定員の総数） 

10,083人 
 

66 

山
口
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文学部        740 人 

教育学部        720 人 

経済学部      1,380 人 

理学部       880 人 

医学部      1,106 人 

工学部      2,160 人 

農学部       400 人 

共同獣医学部    180 人 

国際総合科学部   400 人 

 

（収容定員の総数） 

         7,966人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文学部        740 人 

教育学部        720 人 

経済学部      1,380 人 

理学部       880 人 

医学部      1,125 人 

工学部      2,160 人 

農学部       400 人 

共同獣医学部    180 人 

国際総合科学部   400 人 

 

（収容定員の総数） 

         7,985人 
 

67 

徳
島
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

総合科学部               680人 

医学部                1,354人 

歯学部                315人 

薬学部                480人 

理工学部               2,570人 

生物資源産業学部           406人 

 

（収容定員の総数）         5,805人 

研究科等 

創成科学研究科            891人 

医学研究科              224人 

口腔科学研究科             88人 

薬学研究科              116人 

医科栄養学研究科            71人 

保健科学研究科             69人 

総合科学教育部（R4募集停止）      0人 

先端技術科学教育部（R4募集停止）    0人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程               948人 

博士課程               511人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

総合科学部               680人 

医学部                1,366人 

歯学部                315人 

薬学部                480人 

理工学部               2,570人 

生物資源産業学部           404人 

 

（収容定員の総数）         5,815人 

研究科等 

創成科学研究科            891人 

医学研究科              224人 

口腔科学研究科             88人 

薬学研究科              116人 

医科栄養学研究科            71人 

保健科学研究科             69人 

（削除） 

（削除） 

 

（収容定員の総数） 

修士課程               948人 

博士課程               511人 
 

69 

香
川
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部    ６４０人 

法学部     ６６０人 

経済学部  １，０４０人 

医学部     ９４３人 

創造工学部 １，３６０人 

農学部     ６００人 

 

（収容定員の総数） 

５，２４３人 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部    ６４０人 

法学部     ６６０人 

経済学部  １，０４０人 

医学部     ９５７人 

創造工学部 １，３６０人 

農学部     ６００人 

 

（収容定員の総数） 

５，２５７人 
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研究科等 

創発科学研究科     ２６０人 

工学研究科        ６６人 

医学系研究科      １７８人 

農学研究科       １２０人 

教育学研究科       ４０人 

地域マネジメント研究科  ６０人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 ４３２人 

博士後期課程       ７２人 

一貫制博士課程     １２０人 

専門職学位課程     １００人 
 

研究科等 

創発科学研究科     ３２６人 

工学研究科（R6募集停止）  ０人 

医学系研究科      １８４人 

農学研究科       １２０人 

教育学研究科       ４０人 

地域マネジメント研究科  ６０人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 ４３８人 

博士後期課程       ７２人 

一貫制博士課程     １２０人 

専門職学位課程     １００人 
 

70 

愛
媛
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法文学部         1,520人 

教育学部          640人 

社会共創学部        720人 

理学部           900人 

医学部           945人 

工学部          2,020人 

農学部           700人 

 

（収容定員の総数） 

7,445人 

研究科等 

人文社会科学研究科      40人【内4人】※２ 

教育学研究科       100人 

医学系研究科       150人【内4人】※１ 

理工学研究科       569人【内4人】※２ 

農学研究科        144人【内6人】※１ 

                               【内4人】※２ 

連合農学研究科       51人 

医農融合公衆衛生学環   【10人】 

地域レジリエンス学環   【12人】 

 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程  728人【内22人】 

博士後期課程       126人 

一貫制博士課程      120人 

専門職学位課程       80人 

 

【内 人】は、研究科等連係課程実施基本組織に

活用する収容定員を示す。 

※１：医農融合公衆衛生学環に活用する収容定員 

※２：地域レジリエンス学環に活用する収容定員 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法文学部         1,520人 

教育学部          640人 

社会共創学部        720人 

理学部           900人 

医学部           945人 

工学部          2,140人 

農学部           700人 

 

（収容定員の総数） 

7,565人 

研究科等 

人文社会科学研究科      40人【内4人】※２ 

教育学研究科       100人 

医学系研究科       150人【内4人】※１ 

理工学研究科       609人【内4人】※２ 

農学研究科        144人【内6人】※１ 

                               【内4人】※２ 

連合農学研究科       51人 

医農融合公衆衛生学環   【10人】 

地域レジリエンス学環   【12人】 

 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程  768人【内22人】 

博士後期課程       126人 

一貫制博士課程      120人 

専門職学位課程       80人 

 

【内 人】は、研究科等連係課程実施基本組織に

活用する収容定員を示す。 

※１：医農融合公衆衛生学環に活用する収容定員 

※２：地域レジリエンス学環に活用する収容定員 
 

71 

高
知
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

研究科 

総合人間自然科学研究科 482人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 296人 

博士後期課程   36人 

一貫制博士課程  120人 

専門職学位課程   30人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

研究科 

総合人間自然科学研究科 494人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 308人 

博士後期課程   36人 

一貫制博士課程  120人 

専門職学位課程   30人 
 

75 

佐
賀
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         ４８０人 

芸術地域デザイン学部   ４５０人 

経済学部       １，０４０人 

医学部          ８３８人 

理工学部       １，９５０人 

農学部          ５８０人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         ４８０人 

芸術地域デザイン学部   ４５０人 

経済学部       １，０４０人 

医学部          ８４３人 

理工学部       ２，０７０人 

農学部          ５８０人 
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（収容定員の総数） 

５，３３８人 
 

（収容定員の総数） 

５，４６３人 
 

76 

長
崎
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

多文化社会学部      ４００人 

教育学部          ７２０人 

経済学部        １，２１０人 

医学部         １，１２４人 

歯学部           ３００人 

薬学部           ４００人 

情報データ科学部      ４８０人 

工学部         １，３２０人 

環境科学部         ５３０人 

水産学部          ４８０人 

 

（収容定員の総数） 

６，９６４人 

研究科等 

多文化社会学研究科     ２９人 

教育学研究科        ５６人 

経済学研究科        ３９人 

工学研究科        ５１０人 

水産・環境科学総合研究科 １５６人 

 

医歯薬学総合研究科    ５６２人 

熱帯医学・グローバルヘルス研究科  

       １０７人（１５人）※ 

プラネタリーヘルス学環（１５人）※ 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程  ８２４人 

博士後期課程  １７４人（１５）人 

一貫制博士課程      ４０５人 

専門職学位課程       ５６人 

 
※（）内の人数は，研究科等連係課程実施基本組

織（プラネタリーヘルス学環）で活用する収容定

員であり，熱帯医学・グローバルヘルス研究科収

容定員の内数として計算する。 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

多文化社会学部      ４００人 

教育学部          ７２０人 

経済学部        １，２１０人 

医学部         １，１４４人 

歯学部           ３００人 

薬学部           ４００人 

情報データ科学部      ４８０人 

工学部         １，３２０人 

環境科学部         ５３０人 

水産学部          ４８０人 

 

（収容定員の総数） 

６，９８４人 

研究科等 

多文化社会学研究科     ２９人 

教育学研究科        ５６人 

経済学研究科        ３９人 

工学研究科  ５人（R6募集停止） 

水産・環境科学総合研究科 ０人（R6募集停止） 

総合生産科学研究科 ８１５人（R6設置） 

医歯薬学総合研究科    ５６２人 

熱帯医学・グローバルヘルス研究科  

       １０７人（１５人）※ 

プラネタリーヘルス学環（１５人）※ 

 

（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程  ８９４人 

博士後期課程  ２５８人（１５）人 

一貫制博士課程      ４０５人 

専門職学位課程       ５６人 

 
※（）内の人数は，研究科等連係課程実施基本組織

（プラネタリーヘルス学環）で活用する収容定員

であり，熱帯医学・グローバルヘルス研究科収容定

員の内数として計算する。 
 

77 

熊
本
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部   700人 

教育学部 880人 

法学部   860人 

理学部   800人 

医学部 1,248人 

薬学部   470人 

工学部 2,182人 

 

 

 

（収容定員の総数） 

7,140人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部      700人 

教育学部    880人 

法学部      860人【40人】 

理学部      800人【40人】 

医学部    1,253人 

薬学部      470人 

工学部    2,182人【160人】 

情報融合学環 【240人】 

【】は、学部等連係課程実施基本組織に活用する収

容定員を示す。 

（収容定員の総数） 

7,145人 
 

78  

大
分
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部     ６００人 

経済学部   １，１００人 

医学部    １，００２人 

理工学部   １，４４０人 

福祉健康科学部  ４００人 

 

（収容定員の総数） 

４，５４２人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部     ６００人 

経済学部   １，１００人 

医学部    １，０１２人 

理工学部   １，６００人 

福祉健康科学部  ４００人 

 

（収容定員の総数） 

４，７１２人 
 

 
49



 

番
号 

法
人
名 

現行 変更案 

79 

宮
崎
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部      480人 

医学部       840人 

工学部       1500人 

農学部       1200人 

地域資源創成学部  360人 

 

（収容定員の総数） 

 4380人 

研究科 

教育学研究科       40人 

看護学研究科       20人 

工学研究科       268人 

農学研究科       136人 

地域資源創成学研究科   10人 

医学獣医学総合研究科  112人 

農学工学総合研究科    48人 

 

(収容定員の総数) 

修士課程・博士前期課程  454人 

博士後期課程   48人 

一貫制博士課程  92人 

専門職学位課程  40人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部      560人 

医学部       840人 

工学部        1500人 

農学部       1120人 

地域資源創成学部  360人 

 

（収容定員の総数） 

4380人 

研究科 

教育学研究科       40人 

看護学研究科       20人 

工学研究科       288人 

農学研究科       136人 

地域資源創成学研究科   10人 

医学獣医学総合研究科  112人 

農学工学総合研究科    48人 

 

(収容定員の総数) 

修士課程・博士前期課程  474人 

博士後期課程   48人 

一貫制博士課程  92人 

専門職学位課程  40人 
 

80 

鹿
児
島
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法文学部    1,660人 

教育学部     760人 

理学部       740人 

医学部    1,150人 

歯学部      318人 

工学部     1,800人 

農学部       820人 

水産学部     560人 

共同獣医学部  180人 

 

（収容定員の総数） 

7,988人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法文学部    1,680人 

教育学部     770人 

理学部       740人 

医学部    1,130人 

歯学部      318人 

工学部     1,800人 

農学部       710人 

水産学部     560人 

共同獣医学部  300人 

 

（収容定員の総数） 

8,008人 
 

82 

琉
球
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文社会学部      ８２０人 

国際地域創造学部  １，４２０人 

教育学部        ５６０人 

理学部         ８００人 

医学部         ８８９人 

工学部       １，４４０人 

農学部         ５７０人 

 

（収容定員の総数） 

 ６，４９９人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文社会学部      ８２０人 

国際地域創造学部  １，４２０人 

教育学部        ５６０人 

理学部         ８００人 

医学部         ９０１人 

工学部       １，４４０人 

農学部         ５７０人 

 

（収容定員の総数） 

 ６，５１１人 
 

 

・募集停止に伴う学部・研究科名の削除のみ １法人 

番
号 

法人名 学部・研究科名 

14 福島大学 
人間発達文化研究科 
地域政策科学研究科 
経済学研究科 
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○ 共同利用・共同研究拠点等の認定・改組等に伴う変更 １１法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

16 筑波大学 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係共同 

利用拠点 

共同利用・ 

共同研究拠点 

（略） 

放射能環境動態・影響評価ネッ

トワーク共同研究拠点（アイソ

トープ環境動態研究センター） 

 

（略） 

教育関係 

共同利用拠点 

（略） 

ダイバーシティ＆インクルー

ジョン教育拠点（ヒューマンエ

ンパワーメント推進局） 

 
 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係共同 

利用拠点 

共同利用・ 

共同研究拠点 

（略） 

放射能環境動態・影響評価ネッ

トワーク共同研究拠点（放射

線・アイソトープ地球システム

研究センター） 

（略） 

教育関係 

共同利用拠点 

（略） 

ダイバーシティ・エクイティ・

インクルージョン人材教育拠

点（ヒューマンエンパワーメン

ト推進局） 
 

 

 

・令和５年４月

にセンター改組

を行ったことに

伴う変更 

 

 

・令和６年度の

教育関係共同利

用拠点再認定時

にエクイティ

（公正性）の観

点を取り入れた

ことに伴う拠点

の名称変更 

19 群馬大学 

別表２ 国際共同利用・共同研究拠点、共同利用・

共同研究拠点、教育関係共同利用拠点 

共同利用・ 

共同研究拠点 

内分泌・代謝学共同研究拠点

（生体調節研究所） 
 

別表２ 国際共同利用・共同研究拠点、共同利用・

共同研究拠点、教育関係共同利用拠点 

共同利用・ 

共同研究拠点 

内分泌・代謝学共同研究拠点

（生体調節研究所） 

教育関係 

共同利用拠点 

医療安全教育手法に基づく多

職種人材育成共同利用拠点（多

職種人材育成のための医療安

全教育センター） 
 

 

 

 

 

・令和５年７月

31 日から教育

関係共同利用

拠点の設置 

21 千葉大学 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係共同 

利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

教職員の組織的な研修等の共

同利用拠点（教育・学修支援専

門職養成）（アカデミック・リ

ンク・センター） 

 

 

 
 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係共同 

利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

教職員の組織的な研修等の共

同利用拠点（教育・学修支援専

門職養成）（アカデミック・リ

ンク・センター） 

看護学教育研究共同利用拠点

（看護学研究院附属看護実践・

教育・研究共創センター） 
 

 

 

・教育関係共同

利用拠点として

、看護学研究院

附属看護実践・

教育・研究共創

センターが認定

されたため 

24 
東京外国
語大学 

別表２ 共同利用・共同研究拠点 

 

共同利用・ 

共同研究拠点 

アジア・アフリカの言語文化

に関する国際的研究拠点（ア

ジア・アフリカ言語文化研究

所） 
 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係共同 

利用拠点 

共同利用・ 

共同研究拠点 

アジア・アフリカの言語文化

に関する国際的研究拠点（ア

ジア・アフリカ言語文化研究

所） 

教育関係 

共同利用拠点 

アカデミック日本語教育ＤＸ

共同利用拠点（オンライン日

本語教育センター） 
 

 

 

・オンライン日

本語教育セン

ターが教育関

係共同利用拠

点に認定され

たことに伴う

変更 

41 信州大学 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

信州を舞台とした自然の成り

立ちから山の生業までを学ぶ

教育関係共同利用拠点（信州

大学農学部附属アルプス圏フ

ィールド科学教育研究センタ

ー演習林） 

 

教育関係 

共同利用拠点 

中部高冷地域における農業・

環境教育共同利用拠点－高冷

地域の園芸作物，畜産と環境

を組み合わせたフィールド教

育－（信州大学農学部附属ア

ルプス圏フィールド科学教育

研究センター野辺山及び構内

農場） 

 
 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

信州を舞台とした自然の成り

立ちから山の生業までを学ぶ

教育関係共同利用拠点（信州

大学農学部附属アルプス圏フ

ィールド科学教育研究センタ

ー演習林） 

 

教育関係 

共同利用拠点 

中部高冷地域における農業・

環境教育共同利用拠点－高冷

地域の園芸作物，畜産と環境

を組み合わせたフィールド教

育－（信州大学農学部附属ア

ルプス圏フィールド科学教育

研究センター野辺山及び構内

農場） 
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番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

教育関係 

共同利用拠点 

山岳県・信州の湖を舞台とし

「自然の成り立ち」から「環

境問題」までを学ぶ教育関係

共同利用拠点（信州大学理学

部附属湖沼高地教育研究セン

ター 諏訪臨湖実験所 木崎臨

湖ステーション） 
 

・教育関係共同

利用拠点に新

たに認定され

たため。 

58 神戸大学 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

・内海域の海洋生物・生態系

と環境管理を学ぶ教育共同

利用拠点（神戸大学内海域

環境教育研究センターマリ

ンサイト） 

 

 

 

・農場と食卓をつなぐ先端農

業フィールド教育拠点（大

学院農学研究科附属食資源

教育研究センター） 

 

 

 

 

 

・海洋分野に関わる海事技

術・海洋環境・ヒューマン

ファクタを学ぶ海上アクテ

ィブラーニング教育環境の

共同利用拠点（大学院海事

科学研究科附属練習船海神

丸） 
 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

・閉鎖性海域の生態系・環境

と人間社会とのかかわりに

ついて学ぶ教育共同利用拠

点（内海域環境教育研究セ

ンターマリンサイト） 

 

 

 

・農場と食卓をつなぐ先端農

業ＤＸフィールド教育拠点

（大学院農学研究科附属食

資源教育研究センター） 

 

 

 

 

 

・海洋政策・海事技術とヒュ

ーマンファクタ・沿岸環境

を網羅する海上アクティブ

ラーニング教育環境の共同

利用拠点（大学院海事科学

研究科附属練習船海神丸） 

 
 

 

・令和６年度の

再認定時に提供

する教育プログ

ラムを深化させ

たことに伴い、

拠点の名称を変

更したため。 

 

・令和６年度の

再認定時にスマ

ートデジタル機

器を活用した実

習を一層充実さ

せたことに伴い

、拠点の名称を

変更したため。 

 

・令和６年度の

再認定時に提

供する教育プ

ログラムを拡

充させたこと

に伴い、拠点の

名称を変更し

たため。 

63 島根大学 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

日本海の離島生態系と海洋環

境の関わりを考えるフィール

ド教育共同利用拠点（生物資

源科学部附属生物資源教育研

究センター隠岐臨海実験所） 
 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

西日本の洋上観測から日本海

の環境問題を捉えるフィール

ド教育共同利用拠点（生物資

源科学部附属生物資源教育研

究センター隠岐臨海実験所） 
 

・令和６年度の

再認定時に教

育研究内容を

より拡張した

ことに伴い、拠

点の名称を変

更したため 

65 広島大学 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係共同 

利用拠点 

共同利用・ 

共同研究拠点 

（略） 

・生体医歯工学共同研究拠点

（ナノデバイス・バイオ融

合科学研究所） 

教育関係 

共同利用拠点 

（略） 

・食料の生産環境と食の安全

に配慮した循環型酪農教育

拠点（統合生命科学研究科附

属瀬戸内圏フィールド科学

教育研究センター西条ステ

ーション（農場）） 

・里海の持続的利用およびレ

ジリエンスを学ぶ教育拠点

（統合生命科学研究科附属

瀬戸内圏フィールド科学教

育研究センター竹原ステー

ション（水産実験所）） 

 

 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係共同 

利用拠点 

共同利用・ 

共同研究拠点 

（略） 

・生体医歯工学共同研究拠点

（ナノデバイス研究所） 

 

教育関係 

共同利用拠点 

（略） 

・食料の生産環境と食の安全

に配慮した循環型酪農教育

拠点（生物生産学部附属農

場） 

 

 

・里海の持続的利用およびレ

ジリエンスを学ぶ教育拠点

（瀬戸内CN国際共同研究セ

ンターブルーイノベーショ

ン部門（水産実験所）） 

 

 

 

 

 

・令和４年４月

に認定施設の名

称が変更となっ

たため。 

 

・令和５年４月

に改組に伴い認

定施設の名称が

変更となったた

め。 

 

・令和５年４月

に改組に伴い認

定施設の名称が

変更となったた

め。 
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番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

・時空を超えて学ぶ・しまなみ

海道広域海洋生物教育共同

利用国際拠点（統合生命科学

研究科附属臨海実験所） 

 

 
 

・時空を超えて学ぶ・しまなみ

海道広域海洋生物教育共同

利用国際拠点（瀬戸内CN国際

共同研究センターブルーイ

ノベーション部門（臨海実験

所）） 
 

・令和５年４月

に改組に伴い認

定施設の名称が

変更となったた

め。 

 

71 高知大学 

別表２ 共同利用・共同研究拠点 

共同利用・ 

共同研究拠点 

地球掘削科学共同利用・共同

研究拠点（海洋コア総合研究

センター） 
 

別表２ 共同利用・共同研究拠点 

共同利用・ 

共同研究拠点 

地球掘削科学共同利用・共同

研究拠点（海洋コア国際研究

所） 
 

・海洋コア総合

研究センター

の名称変更に

伴う変更（令和

５年４月１日

名称変更） 

79 宮崎大学 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

・九州畜産地域における産業

動物教育拠点（農学部附属フ

ィールド科学教育研究セン

ター住吉フィールド（牧場）

） 

・照葉樹林とスギ林業および

多様な森林生態系を生かし

た教育共同利用拠点（農学

部附属フィールド科学教育

研究センター田野フィール

ド（演習林）） 

 
 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

・九州畜産地域における産業

動物教育拠点（農学部附属フ

ィールド科学教育研究セン

ター住吉フィールド（牧場）

） 

・照葉樹林とスギ林業を基盤

とした森林・林業デジタル活

用高度専門人材育成のため

の教育共同利用拠点（農学部

附属フィールド科学教育研

究センター田野フィールド（

演習林）） 
 

 

・令和６年度の

再認定時に各

種 ICT 機器を

活用した森林・

林業 DX に関す

る実習を展開

させたことに

伴い、拠点の名

称を変更した

ため 

80 
鹿児島大
学 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

熱帯・亜熱帯水域における洋上

教育のための共同利用拠点（水

産学部附属練習船かごしま丸） 

 

鹿児島の自然とくらしと林業

をつなぐ学びの森拠点（農学

部附属高隈演習林） 
 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 

共同利用拠点 

熱帯・亜熱帯水域における洋上

教育のための共同利用拠点（水

産学部附属練習船かごしま丸） 

 

多世代・多様なひとと磨き合

う学びと出会いの森拠点（農

学部附属高隈演習林） 
 

 

・令和６年度の

再認定時に、拠

点の資源と人的

ネットワークを

活用した複合的

な教育プログラ

ムに発展させた

ことに伴い、拠

点の名称を変更

したため 
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